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宮嶋委員長 

                        （１３：２５） 

 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの出席委員数は全員でございます。定足数に達しています

ので、これより木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員会を開

会します。 

 本日の議題についてはお手元に配付した次第のとおりであります。 

 なお、委員会条例第１３条の規定により、傍聴を希望する者がある

場合は許可することといたします。 

 また、この会議の記録につきましては、委員会条例第２５条の規定

により委員長が署名することになっておりますので、私のほうで後日

会議録を確認させていただきます。 

 したがって、発言の際は挙手願い、委員長の指名後にご発言いただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、議題の１、議会運営申し送り事項についてを議題といた

します。 

 まず初めに、６月２３日付で松田委員、佐々木副委員長の連名にて

環境施設組合議会運営の検討課題が提出されておりますので、その内

容について事務局から説明を求めます。 

 武田さん、お願いします。 

武田 

総務課長心得 

 それでは、事前に配付させていただいております資料の右上に７月

１９日議会運営委員会資料１と記載のある資料のほうをよろしくお願

いいたします。 

 前回の議会運営委員会における議論を踏まえ、６月２３日付で本組

合議会運営の検討課題として、松田委員と佐々木副委員長との連名に

て提出されたものでございます。 

 内容といたしましては、１点目として、申し送り事項は原則検討を

進めることとされております。２点目に、さらに検討を要する項目と

して、ハード・ソフト両面でのバリアフリー化、議会の多様性に対応

する例規の整備、３つ目として広聴機能の整備、４つ目として広報機

能の充実、５つ目として会議規則第１０３条の改正の５項目を、３点

目は伊藤紀味枝前議員の発言対応について、４点目は将来的に検討を

要すると推測されるものとして、議会のＤＸ、２つ目として議会選出

監査委員の要否と存在意義についての提案となっております。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  本件につきましては、前回の議会運営委員会においてご確認をいた

だき、また、提出資料の１点目にも記載のあるとおり、まずは申し送

り事項の協議を基本とし、申し送り事項と関連性が認められる項目に

ついては併せて整理を進めたいと思いますが、ご意見等ございません

か。 

 山本さん。 
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山本委員  併せてということなんですけれども、前回も申し上げたとおり、優

先事項からやっていくほうがよいの違うかなと、関連事項、関連事項

となってきますと、どんどん広がりを帯びて、当初の元の検討課題が

薄れるというか、ぼやけてしまうような感じがありますので、そこら

辺は注意して、関連事項に関しては注意することが必要ではないか

と、このように考えております。 

 以上です。 

宮嶋委員長  ほかにございませんか。 

 申し送り事項で残されている８項目のうち、残されているのは傍聴

規則の見直し、非常時における議会活動について、特別委員会の活用

案の３項目ですので、まずこれを議論するわけですけれども、そのと

きに例えば傍聴規則の見直しについて松田さん、佐々木さんから示さ

れております中身の関連する事項、例えば裏面にあります会議規則第

１０３条の改正で傍聴規則の議論と同類ですと書かれていることも議

論をするという意味ですので、何か元のところを広げて薄めるとか、

そういうものではないというふうに理解しているのですが、よろしい

でしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  そのような観点でしたら結構です。 

宮嶋委員長  それでは、そのように進めることといたします。 

 協議の進め方ですが、議会運営申し送り事項の③にある８項目のう

ち、傍聴規則の見直し、非常時における議会活動について、特別委員

会の活用案の３項目が一定の結論に至っていないと考えることから、

まずこの３項目について、資料１の関連する項目と併せて検討するこ

ととしたいと思います。 

 このように進めることでよろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 では、そのように進めることとします。 

 まず初めに、傍聴規則の見直しについて検討します。 

 配付資料の傍聴規則資料をお願いします。 

 本資料について事務局から説明を求めます。 

 武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 

 それでは、ただいまございました事前配付資料のＡ３の横、傍聴規

則資料Ｎｏ．１と記載のあるホチキス留めの資料をお願いいたしま

す。 
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武田 

総務課長心得 

つづき 

 まず冒頭、不適切なホチキス留めがございました。ちょっと順序が

違っていた部分がございました。申し訳ございません。 

 このＡ３横の資料につきましては、左側から市の規則、町の規則と

組合の規則に加えまして、本日の議論の参考になればと事務局で作成

した改正案と想定した論点などを記載しておりますので、ご確認いた

だきますようお願いいたします。 

 また、特に第３条の傍聴人の定員に係る資料として、資料の５ペー

ジ、改正案に係る論点整理事項の①の矢印の部分に記載しております

けども、１点目として、できるだけ多くの傍聴者を受け入れること、

２点目として、議場の秩序を確保すること、３点目として議員の安全

が確保され、自由に意思を示せることという観点から、資料Ａ４の右

上にＮｏ．２と記載をしております一般席と報道関係者席に分けて１

５席の一般席を確保した規則上のレイアウト案をお示しし、先ほど議

場にて確認をしていただいたものとなっております。 

 また、委員会を開催する会議室におきましても同じ傍聴者数を確保

できる配置として、資料の右上にＮｏ．４と示しております会場のレ

イアウト案を示しております。そのレイアウト案につきましては、

今、議長、副議長が座っておられる間のパーテーションをよけてこの

ように椅子を配置するというものでございます。 

 なお、現在までの傍聴者数の実績からして、通常の会議時におきま

してはそれぞれ同じ資料の裏面に示しておりますＮｏ．３とＮｏ．５

による運用をさせていただきたいと考えておりますけれども、その運

用部分につきましては適宜状況を見極めて、その数より減ることもあ

ろうかというふうに考えているところでございます。 

 また、車椅子の専用席につきましては、特定のスペースを確保して

おりませんけれども、いわゆる固定式の椅子ではなく可動式の椅子で

あるということからも柔軟に対応してはどうかというふうに考えてお

ります。 

 あわせまして、資料４ページには関連すると考えられる組合議会会

議規則第１０３条につきまして、市と町、組合のものを掲載しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  ありがとうございます。 

 また、本件については資料１の２の①及び⑤が関連しますので、併

せてご確認いただきますようお願いします。 

 この項目について松田委員、佐々木副委員長から何か補足説明等、

ございますでしょうか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 補足というか、前から申し上げているように、傍聴規則自身が極め

て管理的な要素を持っていて、本来地方自治の主権者は住民だけど
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佐々木 

副委員長 

つづき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も、住民に対して負託を受けている議会のほうがえらくて、見に来る

人は管理するといったものがあるので、そこはちょっと根本的に発想

を変えるほうがいいと思うのが大前提です。 

 その上で、傍聴席の数については物理的上限がありますから、際限

なくとはならないんですが、考え方として、精華町議会の傍聴規則を

改定したときの考え方は、いわゆる見た目では判断しないと、入るか

どうかという、傍聴、議場なり委員会室に入るかどうかという点検段

階では、見た目では判断しないというのを前提にしているんです。 

 その上で、入った後、入ってきて傍聴席に着いた後に関しては、セ

キュリティー上の規制はかけるけれども、それ以上の規制はかけない

というのが考え方でした。 

 同時に、これは会議規則のほうとも関連はするんですけれども、

今、皆さんスマホを持っているわけです。恐らくほぼ持ってますよ

ね。アウトですよね、今のルールどおりにやれば皆さんアウトなわけ

です。録音機能、撮影機能があるわけでしょう、カメラと録音機です

よね、言い換えたら。 

 それをしかし、じゃ、現実問題として傍聴に来た人にスマホを渡せ

と、事務局に出せと、持ってたら議場なり委員会とかに入れないよと

いうことを言い切ることについては逆に現代に合っていない。逆に非

常識的な話になるわけで、そしたらもう持って入ってもらってもいい

んじゃないかという発想です。 

 しかも冒頭に申し上げたように、主権者は住民ですから、主権者

が、自分たちが負託した議員さんがそろっている場でやられているこ

とを写真も撮れないし録音もできないという話にもなかなかならない

し、今の状態、さっき申し上げたようにスマホとか電子機器が発達し

ていて昔だったら録画残しているのは見た目で分かったけども、今な

んて別にそういう状況が分からなくても、この辺でスイッチぽんと押

せば録音できるわけですよね。現実的にそれは規制がしようがない状

態になっているわけです。 

 ですから、あまり現実の状態を無視してきつくしてもあまり意味が

ないということもあるので、精華町議会の考え方は、録音・録画もご

自由にと、ただし議場や委員会室で審議の邪魔はしないでねという程

度の規定にさせてもらっているので、その辺を中心にやってはどうか

と思うのと、もう一個はこの間の、今日も暑いけれども、健康管理上

の問題からいって、多くの議場では飲食禁止になっていますね。食の

ほうは確かにまあまあそうかなという気はするんだけども、飲のほ

う、今日も私、水筒を持っていますけれども、もしこれ、ここで飲ん

だらアウトですよね。今の条項からいけば。という話になるわけです

よ。 

 けども、私らもそうだし、傍聴者だって健康管理上、一般的に今

は、夏なんかはちびちびと要するに水分補給をせよというのが常識に

なっているわけで、それを一々、議員の場合は席を立っていかないと

いけないとだめだと、休憩中に傍聴席に座っている人はそこで飲まず

に廊下に出なきゃならないのかという話にならないわけですから、で
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佐々木 

副委員長 

つづき 

きるだけ健康管理上の問題としては緩和をすべきだろうとは思ってい

ます。 

 ですから、まとめて言えば、いわゆる要らん規制は省くと。だか

ら、議場のいわゆる審議がちゃんとできる状態と議員やその関係者

に、または他の傍聴者に危害が加わることがないような状況をどうす

るかという点を議論というか、に従って例規というかルールを変更し

たらどうかというのが主なことです。 

 この問題で最終的に問題として言わせてもらったのは、いわゆる現

行第４条の規定ですよね。 

宮嶋委員長  ちょっとごめんなさい。一つ一つはやりますので、そこまで具体的

なことは。 

佐々木 

副委員長 

 ぜひその方向で検討願えたらということです。 

宮嶋委員長  それでは、ただいまの説明を踏まえて、資料に沿って条文ごとに確

認をしていってはどうかと考えますが、これについてご意見ございま

すでしょうか。 

 

  （結構です、異議なしの声） 

 

 よろしいですか。 

 それでは、条文ごとに整理をしたいというふうに思います。 

 まず、第１条について、傍聴規則の趣旨、目的が記されております

が、これについてはいかがでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  趣旨と目的、文言は違いますが、おおむね前文の大きなくくりとい

う意味でこれでよいと思います。木津川市の議会、そして精華町の議

会を包括していて、これで妥当なものだと私は判断いたします。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 そしたら、第１条の規定はこの改正案に示されている文言でよろし

いでしょうか。 

 

  （はいの声） 

 

 では、そうさせていただきます。 

 続いて、第２条の傍聴席の区分でありますが、これについてはいか
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宮嶋委員長 

つづき 

がでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  私ばかりでいいのかな、皆さん。 

 これは全部、市も町も、そして改正案も同じですので、これでいい

と思いますが。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 では、第２条の傍聴席の区分についても改正案どおりとします。 

 次に、第３条、木津川市の場合は、市議会では第４条ということに

なりますが、傍聴人の定員について、これの規定についてはいかがで

しょうか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 定員はさっきも申し上げた、物理的なものがあるから一定は決めな

きゃならないのはそうなんだけども、この第３条第１項の後段の部

分、つまり議長が認めた介助者の扱いについては、事務局がつくって

くれた５ページにその論点整理がされているわけです。この５ページ

のところの論点をどう考えるかというのが第３条のポイントかなとい

うふうには思っているところです。 

 だから、ここで争点になるのは、例えば自由に意思表示と、これは

議員のことを言っているんだと思うんだけども、自由な意思表示がで

きない状況というのは何を想定するのかということにもなるし、②に

書かれているような「傍聴人が必要とする介助者数については、検討

を要する」と書かれているわけで、これをどういう運用をするのかと

いうのは若干共通認識にしておいたほうがいいのではないかというふ

うに思っているところで、私は傍聴者が必要とする人数でいいだろう

と思っています。 

 例えば、車椅子で来られた方が常時２人の介助者が必要だとなれ

ば、それはそれで本人の申出があればそれを認めると。手話通訳さん

に関しても、基本的にその瞬間に表現をしている方は１人だけども、

業界のルール、申合せで大体１５分から２０分には交代する、長時間

連続業務に就かないというのがその業界の申合せ的なものがあります

から、最低２人要るという話でありますから、取りあえずこれはそう

いった介助が必要とされる方の申出に沿って原則それを認めるという

方向で確認ができれば、この規則上の条文に関しては特にいいとは思

うんですけれども、申合せかどこかでそれを議長が認めた介助定員と

いうのをどこかで規定をしておく必要があると思います。 
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宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  佐々木副委員長がおっしゃられたように、介助者ですね、これは議

長がそういうことも含めて判断されるという条文と私は理解していま

すので、特段そこに介助者の申出を、理由を聞くとか、そんなのを含

める文言は必要ないという考えなんですけれども。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 文言を条例にとは一言も言ってませんよ。この条文を変えると言っ

ているわけではなくて、実際の運用をするのは議長なり委員長なんで

す。その議長や委員長が判断する際の判断基準を申し合わせておかな

いと、例えば宮嶋委員長の場合は３人でもいいよと言うかもしれない

し、もし代わったら１人しかあかんと言うかもしれないし、そんなこ

とがあったらやっぱりおかしなわけで、だから、議長や委員長が判断

をする際の一定の目安というのは、その人に、その時々の議長や委員

長に任せ切りにするのでなしに、一定組合議会としての考え方は整理

をしておく、だから数字が何だと言っているわけではないです。うち

の組合議会として、やはり私が言った例としては、介助を受ける方

が、つまり傍聴者本人が申し出た必要人数であればそれは原則的に認

めるというような運用もどこかに、申合せ事項かどこかに書いておけ

ば、それを見て議長や委員長が判断するわけだから、山本さんがおっ

しゃるとおりそれでいいと思うんだけども、それだけの話で、別にこ

の条文をいらうと言っているわけではありません。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  条文はいらわずに申合せ事項なりで共通認識をすると、共有すると

いう申出であると思うんです。そんなのも含めて議長は判断している

ものだと、何も申合せ事項をつくらなくても、また時に応じて変わっ

ていくものです。そしたら、申合せ事項もまたその都度、その都度

で、そういうことも含めて議長は判断するがゆえに、また議長という

職責を任されているという、私は判断をしております。 

宮嶋委員長  ほか、いかがですか。今、この条文案はそのままでいいけれども、

介助者の人数等についての判断基準を申合せで定めてはどうかという

意見があります。 

 松田さん。 
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松田委員  私も、十分承知してなくて申し訳ないんですが、申合せ事項という

のはほかの条項に対してもあるのかどうか、もしあるのであれば、申

合せ事項の一つとして今言われた議長の判断基準についても示してお

くということは合理的じゃないかなというふうには思います。議長さ

んは代わるわけですから、一定の客観的な基準があれば、どなたが議

長になられても、それは一定物差しがあるわけですから、分かりやす

いというふうに思いますので、ほかの件に関して申合せ事項ってある

んでしょうか。私、ちょっと知らないのでお尋ねしますが。 

宮嶋委員長  事務局長。 

松井事務局長  私ども組合のほうの組合議会で持っております申合せ事項といいま

すのは、前回の臨時会のときに申し送り事項とともにご説明したとき

にお付けしておったかなと思うんですけれども、幾つかの項目を定め

ております。それは会議規則とかそれに直接ぶら下がってやっている

というよりも、組合の運営ということですので、特に縛られずに約束

事として皆様が合意された内容を記すということでご認識いただけれ

ばいいかと思います。 

宮嶋委員長  松田さん。 

松田委員  でありましたら、ここで議論していただいて、共通認識していただ

けるものであれば、申合せ事項の一つに加えていただくというのも方

法ではないかというふうに思います。 

 だから、この第３条そのものはこのままで置いておいて、申合せ事

項の中に加えていくということですね。 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

 まず、山本さん。 

山本委員  今、松田委員がおっしゃられたことは、傍聴に関して、その分野に

限って特定の申合せ事項という理解でよろしいですか。 

宮嶋委員長  松田さん。 

松田委員 

 

 私自身が今思ったのは、今委員がおっしゃいましたように、議長が

この介助者、傍聴者の方が何人介助者を必要としてここまで来られた
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松田委員 

つづき 

のかというようなことを判断をする基準ですね。だから、実際そうい

う場面があるのかないのかというのは分かりませんけれども、一定整

理をしていくという意味では、そういうことを申合せ事項に加えてい

てはどうかという意味です。傍聴に関しての件です。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 申合せは別に議会によっていろいろあるわけで、傍聴規則に関する

申合せもあれば、議会運営に関する申合せもあるわけですから、それ

は申合せ一般でいいと思うんです。 

 そもそも、この傍聴規則の運用をするのは、現実、議長じゃないで

しょう、事務局なんですよ、実際に運用するのは、対応するのは。議

長が議事進行中に、５分遅れてきた人に対して、休憩して、議長が傍

聴者のところに行って言わないじゃないですか。お互いにそんなこと

やってないでしょう。議長は議長で議事進行をしているわけですよ。

実際に対応するのは事務局ですよ、おそらくそうですよ。 

 だから、この問題は一応、文言上は議長と書いてあるけれども、判

断するのは基本的に事務局なんですよ。そのときの判断基準が要るよ

と言っているんです。わざわざ一々３分遅れてきた人、５分、１０分

遅れてきた人、一々議事を止めて議長に、すみません、今来られたん

ですけどもって事務局が言うはずないじゃないですか、そんなこと。 

 だから、このルールというのは、いわゆる実際、文言上は議長であ

っても事務局が客観的に議会から委任されて判断するということにな

ってくるわけだから、現実問題として。そういうときに一々合議し

て、例えば合議やっているいとまはないわけだから、もう大体ここで

こんなふうな範疇だったらいいよということを申し合わせておけば、

その範囲で判断してもらったらいいだけの話ですから、現実的に考え

ましょうよ、現実問題、どういうふうにしているか、委員会で。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  現実問題ですから、現実に議会なり委員会開催中に介助者を伴って

来られた、現実的にそれを一々事務局の者が判断できないから、議長

に今来られたからどうですと、そういう現実的にはそうではないと思

うんですよ。ちょっと止めるのではなく、メモ用紙でも議長にこうで

すからと、それでスムーズに進んでいる部分があるんですけれども、

一々止めてどうこうやっているわけじゃないと思うんですけどね。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 

 武田さん。 
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武田 

総務課長心得 

 すみません、事務局としてこれを作成した思いといいますか、どう

いうところに意図があるかというところを少し説明させていただきた

いというふうに思います。 

 この議長が認めた介助者につきまして、実際に事務局が医学的な知

識を有しているわけでもございませんので、例えば車椅子で来られて

介助者が２名おられて、その方々に対して判断というのは事務局はで

きないと思っています。ただ、例えばこの規定がないばかりに１人の

方が、例えば１０人の介助が要るんだということになりましたら、会

場のキャパシティの関係もございますので、そこはちょっとお話を聞

かせていただくということになってこようかというふうに思いますの

で、いわゆる想定をしていることについては、１人の方が例えば複

数、多くの人数の方を介助者として連れてこられたというところに対

して対応するというためのすべをここにつくっているというふうにご

理解をいただければというふうに思います。 

 通常、議会運営しておりますと当然、議長、運営していただいてい

ますので、止めてというわけにはいきませんけれども、そういった判

断が必要な場合につきましては、当然議長に相談をさせていただくこ

とになろうかというふうに思っております。 

 以上です。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっと現実的な話をしましょうよ、本当に。今の山本さんの話だ

と、木津川市議会は一々、傍聴者が途中で入ってきたら事務局がメモ

を議長に渡しているというふうになっちゃうんですよ。 

山本委員  合議が必要なときですよ。そのようにおっしゃられたからですよ。 

佐々木 

副委員長 

 いやいや。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 そのように精華町はやってないので、よっぽど特殊な、ほんまに１

万件あったら１件ぐらいの特殊な例の場合、先ほど武田さんがおっし

ゃったような話が起こるかもしれないけれども、通常は大体二、三人

じゃないですか、介助者は。１０人連れてくる、絶対ないとは言わな

いけれども、まず起こりにくい、そんなことは。じゃ、例えば今のこ

の議論というのは、１人の傍聴者に対して１人だったらいいけれども
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佐々木 

副委員長 

つづき 

２人以上は駄目だという運用をされてあったら、そしたら、下手した

ら車椅子で来た方の安全が確保できないということが起こる可能性が

あるじゃないですか。その方が２人介助が必要だと、常時ね、という

場合でも、そのときの議長が、いや１人だと、１人しかあかんと事務

局に指示したら、それは生きてくるんですよ。だから、私は何が言い

たいかというと、議会の都合で決めるんじゃなしに、主権者たる傍聴

者の生活実態、また安全確保上の必要性、その判断をすべきであると

言っているんです。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  介助者の立場に立って２人か３人、１人かもしれませんが、それは

大いに私もその意見は当然、私もそういう考えをしております。その

中で、今おっしゃられたように介助者は二、三人が多いのではないか

と、例えば議長が１人しか駄目だと、この判断を議長はされますか

ね、現実問題として。 

佐々木 

副委員長 

 するかもしれませんね。 

山本委員 かもしれません。けどもその判断はしないと思いますよ。それがま

た議長たる、選出された者の責務だと思いますよ。 

佐々木 

副委員長 

 違います。 

山本委員  そこは違いますというのは、もう意見の。 

佐々木 

副委員長 

 違う、違う、そうじゃなくて。 

宮嶋委員長  佐々木さん、発言を控えてください。 

山本委員 

 

 

 二、三人という数字を申合せしますが、先ほどもありましたが、全

員、善意であろうとは思いますが、介助者を例えば５人欲しいとか、

そこら辺の我々はそれの想定人数まではなかなか、申合せ事項として
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山本委員 

つづき 

人数を限定するというのは難しいのではないかと思います。だから、

介助者、人数を限らずに介助者を必要と認めたというのは人数も書い

てないんですから、それは議長の判断で、２人来られた、それでいい

の違いますかね。例えば７人来られた、これはちょっと判断を仰がな

ければ、そこら辺は適当な人数ということでいいのと違いますかね。

何も申合せ事項で人数までを縛るということは。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

では、谷口さん。 

谷口委員  今、佐々木さんが言われているのは、この改正案のままでいいんだ

けれども、申合せ事項に介助が必要な傍聴人を尊重するというような

ことを申合せ事項に書いておきましょうという提案と理解しているん

です。私は、それは何ら問題がないと思いますし、この改正案に書く

こともできるのではないかと思いますが、そこまでする必要がないに

しても、申合せ事項に書いておくというのは、私は別に何の問題もな

いんじゃないかと思うので、書くことに賛成しています。 

宮嶋委員長  ほか、ご意見。 

 谷川さん。 

谷川委員  精華町の議会の傍聴規則でいいますと、傍聴人が必要とする介助者

等は定員に含まないと書いていますね、こういう形で。今回、改正案

では議長が認めた介助者は定員に含めないと、その１行があるのかな

いのかの違いですわね、佐々木さんがおっしゃっているのは。 

 精華町の場合、例えば今の介助者、現実的に過去精華町議会で何人

の方が現実的に一番多いときに来られたのかなと、人数的に、介助

者、介助される方の。定数は含まないと何人でもええということです

やろ。今回、これで議長が認めたという文言が入っているだけですか

ら、この文言、別にカットしたら精華町と同じになるわけですね。ち

ょっと私が勘違いしてたらごめんなさいね。 

 そしたらカットしたらどうですか。もう精華町と同じでいいとおっ

しゃっているのかと思ったからね、カットしたらいいのちゃうのか

と、思い切って。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 今、谷川さんの意見は分かりました。要するに精華町議会の傍聴規

則にほぼ同じようにすればいいというのはそのとおりだと思います。
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佐々木 

副委員長 

つづき 

ただ、私はこだわっているのは、要するに、つまり傍聴希望者本人の

判断でこの傍聴の介助人数を決めるのか、議会側の判断で介助人数を

決めるのかの違いなんですよ。だから、私が言っているのは、本人が

主張しているのだから傍聴本人の判断で人数は決めてもらったほう

が、さっき申し上げたように安全が確保できるし、逆に言えばこちら

側が責任を問われないわけで、下手に議会側が判断するという条項を

入れちゃうと、本人が３人と言ったから３人にしたと、結果的にそれ

で事故が起こって命が危うくなったとなったら今度は議会側の責任が

問われちゃうので、責任を転嫁するわけじゃないけども、そういった

意味では、必要な人数は議会側が決めるんじゃなしに、それは傍聴者

ご本人の申出をまず尊重すべきだと。 

 今回、そこまで議論する気はないけども、この介助者問題でいえ

ば、本来からいえば、例えばガイドヘルパーとか手話通訳を議会事務

局にお願いすれば配置してくれる議会はあるわけですよ。自分で連れ

てこなくても、あるわけですよ。本来、そこまでいったらいいと思う

けども、取りあえずそこまで今一足飛びにいきにくいから、ご本人が

連れてきた介助者ということでいいと思います、今のところは。ご本

人が必要と思って連れてきた介助者については一応議会側に裁量権は

ほぼないような感じで認めるという趣旨で今ずっと発言をしているわ

けです。 

 だから、この第３条の事務局改正案の条文、議長がというのをもし

取れないのであれば、先ほど申し上げたように、それは傍聴人が申し

出た人数を認めようと。そのほうが、さっき言った、何度も言ってま

すけども、議事運営中に議長が手を止める必要はないわけだから、議

長が委ねられた事務局職員が判断して、本人が２人と申し出たら２人

どうぞと言えば何の問題もなくスムーズにいくという話ですから、そ

のほうが議会運営上スムーズだし、ご本人の健康、安全管理からいっ

たって妥当なわけですから、もしその今の谷川さんの意見も一つ選択

肢だと思いますので、その場合、議長が認めたというこの文を削れば

成立するという話になりますから、どっちかです。本文から議長のこ

の部分を削るか、もしくは初めから申し上げているように、本文はこ

のままにしておいて申合せで一定の判断基準を事務局に任せるという

ふうにするのか。 

宮嶋委員長  谷川さん。 

谷川委員  さきに質問している精華町の傍聴規定の中で、そういう方が何人、

一番たくさん来られたかという質問に対して答弁されていませんの

で、言ってください。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 
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佐々木 

副委員長 

 精華町議会に関しては、傍聴者と介助者を実際問題明確に分けたこ

とはありません。だから、ケース・バイ・ケースなんですよ。要する

に、残念ながら傍聴席がいっぱいになる事態ってあまりなかったか

ら、要するに介助者も傍聴者の一人として入っているわけですね、従

来は。だから、このケースは発生してないわけですよ。例えば、傍聴

席が１０席しかないと、９人はもう決まっていて１０人目に介助の必

要な人が来たと、そしたら、もしその介助者は１人いたら１１人にな

りますよね。定数オーバーするということが起こるんだけれども、そ

ういうことは残念というかラッキーというか、起こってないので、そ

れはもう普通に手続をしてもらっているような状況。 

宮嶋委員長  谷川さん。 

谷川委員  それで、あまりそういう細かいことじゃなくて、現実的に精華町も

木津川市もそういうことは起こってないんですわ、現実的に１０人来

られたとか５人来られたとか。最大２人だと思っております、右と左

におるだけで安全に介助すると。だから、やっぱり一定こんなん判断

できるかと思うから、議長の采配でもいけるかなと私は思うんです。

２人仮に来られたとしたら。それをまだそれの細則みたいな形でしな

くてもいいの違うかなと。山本さんが言うてはるように、そこまで綿

密にしていかんなんのかなと、今も先ほど会場見せてもらった、１２

人でした。ちょっと聞いてください。１２人でした。過去に６年間の

間に最大何人来られたのかと、私はまだ議員してませんねん、４年

間、知りませんのでね。 

佐々木 

副委員長 

 全然それは関係ないでしょう。 

谷川委員  現実のことをちょっと聞きたいんです。 

佐々木 

副委員長 

 全然関係ないです。 

谷川委員  関係はないけど聞きたいんです。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 

 ちょっと質問があるので、分かりますか。傍聴人数。 

 武田さん。 
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武田 

総務課長心得 

 本会議でいいましたら、これは令和４年第１回定例会、第２回定例

会、それぞれ市と町の職員が１名ずつ２名入っておりまして、その他

１名がございました。令和５年につきましては市町職員が２名が定例

会と臨時会、それぞれあったというところでありますので、いわゆる

一般傍聴者というのはほぼなしということでございます。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  今、現実に何人いたとかいなかったとかという話をされていますけ

れども、私はそういう次元の話ではなくて、この傍聴規則にそのよう

に、傍聴人が必要とする介助者を定員に含まないというふうに書くこ

とによって、やはり議会の姿勢というものを表すという意味が、そっ

ちのほうが私は重要だと思うんです。介助が必要な人を主体に私たち

は傍聴人を受け入れますという姿勢を持っているということを示すと

いうことが大事で、現実に何人来たかとか来てないとか、そういう

話、もちろんありますけども、その前に私たちの議会はそういう立場

ですという意思表示になるので、私は、議長が認めたというのは削除

して、精華町議会のように、傍聴人が必要とする介助者等は定員に含

まないというふうにはっきり書いておくことが大事だと思います。 

宮嶋委員長  幾つかの意見があります。 

 一つは、この条文どおりにする。ただし、議長が認める判断基準と

いうものが要るだろうから申合せで決めてはどうかというもの、それ

と、もともとの申合せ事項は要らないという、それから最後に出まし

た、議長が認めたという文言を取って傍聴人が必要とする介助者は定

員に含まないものにすると、３つの意見が出ているように思うんです

が、具体的に議長が認めたというところを消すとしたら、精華町議会

にあるように、必要とする介助者は定員に含まないものとするでいい

と思うんですが、佐々木さんの言われる判断基準というのは具体的に

文案というのがあるんですか。 

佐々木 

副委員長 

 基本的には精華町の傍聴規則の趣旨で発言をしていますので、いわ

ゆる傍聴に来た方が、私には例えば２人の介助者が要るという申出が

あったら、それは本人申出により認めるというふうな理解をさせても

らっています。 

宮嶋委員長  となりますと、議長が認めたという文面、文言を削ればもう要らな

いということでいいんですか。 



 16 

佐々木 

副委員長 

 はい。そういうことです。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  委員会や本会議進行中に障害者の方が介助人を連れて２人介助者が

いますと言われたら、それは事務局の判断でされるということです

か、精華町では。 

宮嶋委員長  手を挙げてお願いします。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 基本的にそうです。ですから、私が知っている範囲では、議長や委

員長が議事進行中に、傍聴者の扱いについて事務局から問合せという

か打診あった姿は見たことがありません。基本的には事務局の判断で

やってもらっています。 

宮嶋委員長  では、ちょっともう整理をしたいと思いますが、議長が認めたとい

う文言を削ることについて何か異論がある方はおられますか。削るべ

きではないという。 

 山本さん。 

山本委員  私は、議会だったら議長、委員会だったら委員長が進行に対して権

限を持つものだと、その進行に対してというのは、傍聴人も含め議事

が秩序ある、そしてスムーズな進行にとって、傍聴人もある程度その

進行にとって含まれるものだという理解をしておりますので、だか

ら、議長または委員長、ここでは議長になっていますけれども、それ

が必要だと私は判断いたします。そして、一般通常的な判断で介助者

が二、三人と、１人の場合もあるかもしれませんけれども、通常のあ

れでしたら別に事務局がやっているというのも、議長がある程度容認

しているから、それで事務局が判断して介助者を中に案内するという

形になっている、そのように理解いたしますが。 

宮嶋委員長  ということは、山本さんはこの文面、原案どおりでやるべきだとい

うことですね。 

山本委員  そうです。そしてさらに、申合せ事項は議長が、先ほども言いまし
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山本委員 

つづき 

たように、そういうのも含めて職責を果たすものであって、また果た

すべきものが議長になっているという考えでありますので、これで申

合せ事項も必要ないという考えです。 

宮嶋委員長  はい。ほかの方はどうですか。 

 松田さん。どうぞ。 

松田委員  先ほど谷口委員がおっしゃったように、私もこれを読んだときに、

議長が認めたというのを削除すれば、細則をつくるとかいろいろしな

くても、それだけで通用する文章ではないかなというふうに思って見

ていましたし、先ほどおっしゃったみたいに主体者は傍聴人の方であ

りますから、やっぱり山本委員が言われたように、そういう議会その

ものの担保は議長であることは間違いなくそうでありますけれども、

この件に関しては傍聴者の方のやっぱり一番立場を考えて決めるべき

だと思うので、私はこの議長が認めたという文言を削って、傍聴人が

必要とする介助者は定員に含まないというふうにすれば、細則などつ

くらなくてもすっきりするのではないかというふうに思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっと事務局に聞きたいんだけども、何でこの原案に議長が認め

たというのが入ってきたのかということです。この資料で参考にされ

ているのは、木津川市のものと精華町のものですよね。どちらにも議

長権限は書いてないんですよ。２つにないのに、今のうちの傍聴規則

にもないじゃないですか、基本的に、定数に関しては。傍聴券発行は

議長の文言は入っているけども、定数条項についてはうちの分にもな

いんですよ。つまり、３つにないものが何で、議長が認めたという文

言が入ってきたんですか。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 議長が認めた介助と、先ほど申し上げましたけども、通常私たちは

医学的な知識があるわけでもございませんので、いわゆる車椅子の方

が来られて介助が例えば２名必要なんだと、それが正かそうでないか

という判断はできないというふうに認識をしております。その上で、

議長が認めたというのを入れた理由といたしましては、例えばですけ

ども、１人の方が１０人の介助が必要なんだというところがあったケ

ースに対応する。 
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佐々木 

副委員長 

 空論はやめてください。空論は。 

あったんですか。 

武田 

総務課長心得 

 いや、想定を、そういうことがあった場合にも対応できるようにと

いう形で入れさせていただいております。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 今の理屈だと、事務局は医学的に判断しませんとおっしゃるけど

も、議長にやらすんですか。今の話だと、山本さんは議長だ、議長が

判断してとおっしゃるけども、医学的な判断を、傍聴者の、議長にや

れということになるんですよ、この条文は。事務局は判断できないか

ら責任持ちませんよ、議長の責任ねと言われたって、私らかなわない

じゃないですか、誰がなるか分からない議長に。そんな責任を議長に

負わされたら、誰も議長をやりたくないですよ。だから、そういう意

味で、何で今までなかったものが出てきたのと。だって、今の話だと

こうですよ、議長に最終判断の責任を任せると、任せたいからこれを

選んだというのが今の説明でしょう。 

宮嶋委員長  事務局長。 

松井事務局長  追加で申し上げるわけではないんですが、今課長が申し上げました

ように、医学的な判断というのが一つあります。あとは、いわゆる悪

意を持った部分が想定としては一つあると。 

佐々木 

副委員長 

 例えば。 

松井事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 傍聴、これ今１５人と規定をしております。介助者は入りません。

１５人を超えた場合は通常は入れません。ただし、中に入られた傍聴

者の方が私の介助者だと申されれば、その方がこの適用、議長が認め

るという言葉も何もなければ入れることになります。 

 そのときに、見た目、例えばですけれども、悪意の話ですので、例

えばですけど、健常に我々が見える方であっても骨が悪いとか見えな

い部分で悪い、私、３人ちょっと要ると言われたら、この規定で議長

が認めたと一定の縛りがなければ全て認めることになります。私ら事

務局として止めることはできません。 

 ただし、議長が認めたという文言を入れていただければ、一旦何か
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松井事務局長 

つづき 

しらのお問合せ、あるいはご質問をさせていただくこともできます。

議長に関しては、議場の秩序権をお持ちですので、議長がいわゆる医

学的な判断であるとか、善悪の判断であるとか、そういったことを議

長に押し付けるわけではなくて、議場の秩序という面でいきますと、

あとはいいわけかもしれませんが会場のキャパシティの問題もござい

ます。そういった意味でどこまで人を入れるのかとなると、やはり一

定どこかで線を引く必要はあるだろうという考えはございます。 

 その上で、先ほど言いましたようにまずは何人必要かというような

医学的見地とか、あるいは見た目とか、それぞれあります。そういっ

たものを判断しながらですが、どこかで一定線を引かないと、オール

フリーということになりますと我々も止める手だてがありませんの

で、それを受け入れるために今度は何かしらの工夫をしなければなら

ないということになってまいりますので、一つこういった部分の何か

基準、基準というか線を引く部分というのは持っておくべきではない

かなという考えはございます。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今のはもう一つおかしな話ですよ。要するに有権者を悪人だという

前提で議論しているんですよ、まず。 

 それはちょっとおいて置くとして、さっきからちょっと話がややこ

しくなっている理由としては、私、冒頭に申し上げたけれども、傍聴

規則は基本的に認めるべき、ただし、段階によって規制がかかってく

るでしょう、普通の傍聴規則というのは。まず人数を決めます。その

見た目で、もちろん精華町はないけどほかの多くは見た目で決めま

す。異様な服装をしている人と書いてあります、大体、ほかの傍聴規

則には。異様な服装って何という話じゃないですか。茶髪は駄目と言

われかねないし、アロハは駄目と言われかねないわけですよ。 

 だから、そういった、私が申し上げたいのは、主権者を扱うわけだ

から、見た目で判断やめましょうよと。だから、議事進行とかほかの

傍聴者も含めて他人に危害を加えるような行為は規制しなあかんけど

も、最大限それにしといて、あとの見た目とか人数とかいうのは、基

本的に物理的なキャパはあるから、それは必要だと思うけど、制約

は、それ以上のものは問う必要はないと思っているんです。 

 なおかつ、今おっしゃったように、議長には、または委員長には議

事整理権があるから、もし何か起こったらその議事整理権を活用でき

るじゃないですか、そこは。あとの条項であるんだから、それは。ま

たは法の第１３０条があるんだから、自治法の。あるでしょう。１３

０条の規定、あるじゃないですか。 

 そもそもの規定を使えばいいのであって、なぜ定員のところにわざ

わざ、つまり、来はって傍聴、もう着くその瞬間、会議が始まった瞬
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佐々木 

副委員長 

つづき 

間でわざわざ議長権限を入れ込んで、違うとおっしゃったけども、こ

れ完全に議長に医学的判断とか、またはその人が善人か悪人かという

判断を押し付けるという話になりますよ。それはまずいよ、やっぱ

り。まずいですよ。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってくださいね。 

 ここは、事務局案が土台ではありますけれども、これに別に縛られ

る必要はないので、今ここで委員の皆さんが、議長が認めたというの

を削除したらどうかということで、決まればそれでいいわけで、そこ

のところの事務局案のここがまずいとかどうやと、そういう議論をし

ていけば際限なく時間がかかりますので、もうそこは置いておいても

らって、ただ、委員の中には、山本さんがこのままでいいのではない

かというふうに言われていますので、これは８人の議会ですので、基

本的には皆さんの合意で進めたいとは思うんですけれども、ちょっと

待ってください、だからこれ、今、第３条目のところでそういう議論

になっているわけですけれども、後々もそうなんですけれども、これ

の決め方はどうですかね、最終的には全員一致の確認で進めたいとは

思うんだけども、議論を尽くした上で多数決ということもあるのか、

ちょっとそこのところの、本筋からそれるかも分かりませんが、そこ

が決まらないとなかなかこれ、議論がいつまでも同じところを繰り返

すようなふうに思うので、それはどうでしょう。 

 山本さん。 

山本委員  全員一致が好ましいとは思うんですが、一応議運となりますと議決

機関になります。適正な時間配分で議論をした上で全員一致に整わな

い場合は採決もやむなしといいますか、採決で進めていくというのも

必要ではないかと、このように思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  ほか、いかがですか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 私も基本的には全会一致がいいと思っています。ただ、異論がある

方も当然、存在することもあり得るので、その場合、異論にいわゆる

この議論の争点に合っているんだったら、その異論が合っているので

あれば、それは若干保留しておくのもあり得るだろうと思うけども、

その論点が争点に合ってないのであれば、それは多数決原理は仕方な

いという、そういう判断はしています。 

 さっき、そこで１点申し上げたのは、谷川さんが先ほど言われた傍

聴人の話だけども、今おっしゃったのは、そもそもここのセンターが

できてからの話ですよね。私、前の打越台からの議員もやったことが
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佐々木 

副委員長 

つづき 

あるんだけども、現実にたくさん来たことがあるんですよ。それはな

ぜかというと、当時、幾つか木津町時代に鹿背山とかいろんな候補地

が出ましたよね。二転、三転というか、長い時間がかかって。 

 そのときに候補地に上がった方、地元の方がたくさん見えられてい

ました、傍聴に。前の西部塵埃のときの打越台の傍聴、議場に来られ

ていました。だから、要するに傍聴人が来るときは平常のときとかじ

ゃなしに、やっぱり自分たちと関係あることだと思った住民が、やっ

ぱり関心があるからどういう議論をするんだろうと聞きに来るのは当

たり前なんですからね。 

 ですから、今、過去の実績が平穏無事だったところだけで判断する

のは非常におかしな話であって、それはやっぱり市民の関心事という

か、傍聴者は波がありますからそれを想定して、事務局がおっしゃっ

たように最大限物理的に可能な最大限入れてあげるという方向でよろ

しいかとは思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

 そしたら、修正案として出されているのは、傍聴人が必要とする介

助者は定員に含まないものとするというのが修正案として出されてお

ります。議論は一定尽くしたというふうに思いますので、山本さんか

らもそういう、最終的には多数決もという話もありましたので、この

議論の質疑を終わらせていただいて、一つ一つ決めていくという観点

から、修正案について採決をしたいと思いますが、よろしいですか。 

 山本さん。 

山本委員  原案、まず採決の提案項目といいますか、それは２つということで

すか。 

宮嶋委員長  だから、すみません、修正案として出されたのは、議長が認めたと

いう文言を削ると、そして、精華町議会のように、傍聴人が必要とす

る介助者は定員に含まないものとするというのが、今ちょっと文章は

ありませんが、先ほど出た修正の中身やというふうに思います。原案

に対して修正案が出ていますので、まず修正案から採決をしたいとい

うふうに思っております。修正案が否決されて原案ということになる

かと思うんですけれども、それでよろしいですか、山本さん。 

山本委員  原案このままではなく、あと申合せを添付するかという案もありま

したが。 

宮嶋委員長  それは佐々木さんのほうからそういう修正案であればそれは必要な
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宮嶋委員長 

つづき 

いという発言がありましたので、だからもうそれは必要ないというふ

うに思います。 

山本委員  確認いたします。この改正案の文言、詳しく言いますと、議長が認

めた介助者というこの文言の議長が認めたというのをつける、この文

言をつけるか、消すかということで改正案と修正案、この２点につい

ての採決という理解でよろしいですか。 

宮嶋委員長  だから、ちょっと文章が文面ではありませんけれども、精華町と同

様に傍聴人が必要とする介助者は定員に含まないものとする、これが

修正案です。よろしいでしょうか。 

 

  （はいの声あり） 

 

 そしたら、採決をします。今の修正案に賛成の方は挙手願えます

か。 

 

  （賛成者挙手） 

 

 賛成多数ですので、傍聴人の定数については第３条、一般席の定員

は１５人とする。ただし傍聴人が必要とする介助者は定員に含まない

ものとするということで決定しました。 

 はい、山本さん。 

山本委員  修正案決定で結構です。 

 その中で、修正案の中で介助者は定員に含まないですが、この介助

者が来られる以前に１５名の今傍聴者がおられます。そこへ介助者が

５人か何人か知りませんが来られて、傍聴者の定数を大きく人数が増

えるという場合はどのようにする、また判断は誰がされるんですか。

それでもどんどん入っていただくと、介助者も入っていただくという

理解なんですか。 

宮嶋委員長  今のはあれですね、現実的にどう運用するかで介助者を含めて１５

人を何人かオーバーしたときに席は間に合うのかということですか。 

山本委員  そうです。 

宮嶋委員長  分かりました。 
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山本委員  その修正案の理解を求めます。 

宮嶋委員長  今のような想定について事務局、何か考えありますか。 

 事務局長。 

松井事務局長  今、議場のほう、この会議の前にご覧いただいたかと思います。傍

聴席数は今のあの形、見ていただいた形で１５人、記者席も用意した

形になっています。入れるとなれば、今の一番壁際、一番後ろにあっ

た椅子、あれが可動式ですので、あの椅子の部分の後ろ、あるいはあ

の椅子の両端をよける、広げる、こういったことで会場をいっぱいい

っぱい使って対応するというのが一番現実的な形かと思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  そういたしましたら、一旦議事を止めて、そういう介助者を入れる

という、設営をするということですね。 

宮嶋委員長  事務局長。 

松井事務局長  会場にまだそういった議事を止めずにも事務局のほうで後ろのほう

ですので、区分けされた部分ですので、対応できるということであれ

ば事務局のほうで対応させていただきます。ただし、大きく椅子を動

かす、机を動かす、そういったところで議事に影響があるようであれ

ば、議長のほうに暫時休憩をお願いしたいというふうに思います。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

山本委員  はい、結構です。最後は議長ですね。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 １時間ほどたったんですが、どうでしょう、５分ほど休憩しましょ

うか。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、４０分まで休憩いたします。 
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宮嶋委員長 

つづき 

（１４：３０） 

  《休憩》 

（１４：３９） 

 ４０分より少し早いですが、再開いたします。 

 次に、第４条、傍聴の手続についてであります。 

 事務局の改正案はそこに示されているとおりでありますが、これに

ついてはいかがでしょうか。ご意見いただけますでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  これ、論点になるのは傍聴人が受付簿に記入しなければならないと

いうのが一番まず、これはどこの市も町も一緒だということなので、

それ以外ですね。これを改正案ではもう省いております。これをどう

するかだけですね。 

 

  （住所と年齢は省いていますねの声） 

 

 そこら辺を皆さんどうかというのを判断されればよいので、ただ個

人情報という観点もどうかなというところもあるんですけれども。 

宮嶋委員長  結論はどうなんですか。 

山本委員  私は改正案で、これでオーケーです。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっと１点だけ、別にいいんですけれども、案はいいんだけれど

も、気になるのは、実務上、私も調査していないけれども、受付簿な

のか、受付票なのか、要するに精華町議会は一人一人書いてもらうん

です、１枚の紙に。だから次に来た人はその前は誰が来たか知らない

んですよ、分からないんですよ。ただ一覧表にすると、例えばあれが

あるじゃないですか、受付後みたいなやつが。にすると前に誰が来て

いるか分かるじゃないですか、後から来た人は。そこでその人の名前

が、ばれたらあかんというのではないけれども、そこまで徹底するん

だったら一人一枚という方式に、これは実務上の話ですよ。実務上の

話としてすれば、そういった他の人が誰が来たかというのは知る方法

はなくなる。それは顔見知りの人は分かるけれども、少なくともこち

らの事務局対応としてそういう漏えいは起こらないということになる

ので、できたら。あとは事務的な話だけれども、受付簿のほうを個票

にしてもらったほうがいいのかなという気はしているんですよね。そ

れだけです。 
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宮嶋委員長  武田さん、現状も含めて。 

武田 

総務課長心得 

 現状、ただいまありましたように個票、一枚ずつになっておりまし

て、それを受付の封筒の中に入れていただくという形になって運用し

ております。 

 以上です。 

宮嶋委員長  木津川市議会も同様ですね。 

山本委員  そうです。個票です。 

宮嶋委員長  表現は木津川市の場合は受付簿となっている、精華町の場合は受付

票となっていますが、内容はそれぞれ個票で扱っておりますので、問

題はないかというふうに思うし、現に今、当組合議会も個票でやって

いるということで、よろしいですか、この第４条は。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、次に、第５条へ行きます。 

 傍聴券についての規定であります。これについていかがでしょう

か。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 傍聴券は議長判断で出すか出さないかという話になるんですよね。

それはどうするかということなんだけれども、基本的には出したらい

いと思うんですよ。例えば番号順でもいいから、１番、２番、３番で

もいいから、そういう傍聴券を出してあげたほうが、例えば１０分で

終わる会議だったら別にいいけれども、例えば休憩を挟む会議になっ

た場合というのは、当然傍聴者だってトイレ休憩に行く可能性がある

わけですね。一旦議場なり委員会室を出るわけだから、その人が本当

に受け付けた傍聴者なのかどうかというのは、覚えてはいるかもしれ

んけれども、なかなか客観的な証拠がなくなってしまうので、基本的

にはぶら下げるか、紙か、それは方式はいろいろあるにしても、取り

あえず傍聴券というのを渡して、その日のうちはその人が持っていれ

ば傍聴者だという客観的な認定ができるような状況にしたほうがいい

と思うんだけれども、議長の必要に応じてとなると、発行してないと

いう選択肢も出てくるわけですよね。わざわざ発行してないという選

択肢を残す意味がいまいち分からないので、そういった意味では傍聴

券は発行したほうがいいんじゃないかとは思っています。 



 26 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  傍聴券は発行しなければならないではないと思うんです、私は。傍

聴席、入られる時点で、前段で受付簿に書いて、そして傍聴人として

傍聴席に入られますので、傍聴券を各必ず交付されたものを持たなけ

ればならないという必然性はないと思うんですけれども、ただ何か特

段必要がある場合は、それは傍聴券を交付すればいいとは思いますけ

れども、だからこれでいいと思うんです。精華町側もどういう意図で

議長が必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらずという文

言がありますが、これはどういうことで精華町は。 

宮嶋委員長  これは精華町議会じゃないです。これは当議会です。 

山本委員  精華町議会じゃない。木津川市精華町環境施設組合議会でもこのよ

うになっておりましたが。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 第５条の傍聴券の関係であります。通常は発行しないという形で事

務局のほうでは考えております。発行する場合、定員が超えた場合で

ありますとか、いわゆる連絡先が何らかの理由で連絡先が必要となる

ことが想定される場合について発行すると。通常は発行しないという

形で事務局は考えております。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 １個疑問が出る、その場合はどうやって定員管理するんですか。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 傍聴席の数、椅子がありますので、通常、傍聴席数の範囲内で管理

ができるものと、また、受付簿、すみません、傍聴券の前に傍聴手続

をしていただいていますので、それで手続していただいた方というの

は確認できるというふうに認識しています。 
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宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 聞いてる趣旨が違うんですよ。つまり今の発想は、会議の初めから

最後まで来た人がずっといるという前提の話ですよね。木津川でも精

華でもそうだと思うんだけれども、１日議会が会議があったら傍聴者

が入れ替わるんですよ。入れ替わるんですよ。傍聴券があれば帰ると

きは返してもらうから、それを。例えば１０人来て、１番、２番の人

が１時間で帰りましたと。そしたら１番、２番は返ってくるじゃない

ですか、傍聴券が事務局側に。そしたらその分追加して発行できるじ

ゃないですか。つまり今、現瞬間、何人傍聴がいるかというのが定数

管理なんですよ。 

 今の話だと、初め、もちろん個票に書いてもらうから何人来たか延

べ人数は分かりますよね。延べ人数は分かります。けども、途中で帰

った人をカウントしたくなるから、毎回したくなるんですよ。そした

ら途中で帰って、例えば１５人の座席があって、途中で３人帰ったの

に既に１５人受付を終わっているわけだから、その段階では、個票で

は。定員いっぱいでそれ以上受付はできないという判断になりますよ

ね、めいっぱい受付が来たら、人数を。けども、３人帰ったら３人受

付可能じゃないですか、次の時間。それを聞いているんですよ、定数

管理というのは。それをスムーズにやろうと思ったら、それ、今恐ら

く事務局の意見だと一々全員捕まえてきて、傍聴人を、例えば休憩時

間に捕まえて、１、２、３、４数えて、１人いないから帰ったな、１

人追加で入れてあげようかということになっちゃうんですよ、むちゃ

くちゃ無駄。だとしたらちゃんとその券を発行してもらって、それを

定数範囲で運用したらいいだけであるから管理が物すごくしやすい。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 ちょっと誤解があったかもしれませんけれども、いわゆる通常発行

してない、定員が超えることが想定されるような場合については運用

していくというふうに考えておりますので、逆に事務局から申し上げ

ますと、通常傍聴券を発行するという事務がどれだけ議会であって、

定員が超える可能性があるケースがどれぐらい想定されるかというこ

とを考えますと、事務の効率上、また議場の秩序を確保するという視

点から、現在の形がベストというふうに考えて提案をさせていただい

ているものでございます。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  ほか、ご意見どうですか。 

 谷口さん。 
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谷口委員  この改正案に書かれている議長が必要があると認めるときは前条の

規定にかかわらず傍聴券を交付することができる、この必要があると

認めるときはというのは、そういう想定外のたくさんの傍聴者がいる

ときという意味ですね。というふうに理解したらいいんですよね。だ

から通常の本当に１人、２人ぐらいの少ない場合というのは、傍聴券

というのは発行しないシステムですという意味なんですかね。 

宮嶋委員長  事務局長、松井さん。 

松井事務局長  先ほど課長が申し上げましたが、いろんな例があると思いますが、

想定されるのは定員を超えるようなおそれ、見込みがあるときあるい

はさっきのことで言うとコロナあたりで連絡先を聞いておく必要があ

るのではないかと判断されたとき、傍聴受付簿には氏名しかご記入い

ただきませんので、それ以外、定員もそれも十分に余裕があると、特

に連絡先等も聞く必要がないという場合は、傍聴券の手続をせずとも

自由に出入りをしていただくと。ただ傍聴券のところに氏名だけは書

いていただくということで、それが事務の簡素化になっているという

のが先ほど課長が申し上げた内容でございます。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  今、コロナのこととか言われたんですけれども、場合によっては連

絡を取らないといけないことがあるからという意味だと思うんですけ

れども、そうであると名前だけでは追跡できないというか。 

宮嶋委員長  松井さん。 

松井事務局長  住所情報もございませんので、氏名だけでは追跡は困難というふう

に思っております。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 ちょっと今、２つの話が混乱しているんだけれども、今議論してい

るのは通常時の傍聴のことですよね。もちろん今はもう５類になっち

ゃったからあれだけども、以前のような状態は暫定的に議運なら議運

または議長判断か何かで、今、事務局がおっしゃったような後追いせ

んなあかん事態が発生する可能性があるのであれば、それは追加で聞
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佐々木 

副委員長 

つづき 

くこともあり得ると思うんですよ、そういう事態が。それは、しか

し、非常時なんですよ。非常時の場合はあり得る、それは相談したら

いいんじゃないですか。非常時は何が起こるかによって、前みたいな

コロナの情報で後追いしなかったら感染が広がって大変なことになる

という事態が想定されるようなことが発生しているのであれば、氏名

プラス連絡先、電話番号か住所か、とにかくなるべく聞いておくとい

う措置を取ることは、それはあると思うんですよ。でも今議論してい

るのは、あくまで平常時の議論をしているだけで、そこは分けて考え

ないと、何でもかんでも、さっきの話じゃない、あくまでも想定をす

ることを前提に話したら、あれもこれも決めなあかん話になってしま

うので、基本的なルールとしては決めておくということです。だから

先ほどの話、聞いた話、戻るけども、ということは、事実上、これは

もう運用は事務局がやってくれるという話でいいですね、定数がオー

バーするかどうかという判断というのは。心配しているのは、そのた

めにわざわざ議事を止めることはあかんということを言っているんで

すよ、その相談をするために。だったら初めから傍聴券を発行してく

れと言っているんです。傍聴券を発行したら対応するなと、あかんと

は言わない。あかんとは言わないけれども、急に５分前になって、３

分前になってだっと来たなと、２０人来たなと。本当は定刻は９時半

だけども、ちょっと相談してきますわで、会議の時間が９時４０分に

なる、５０分になるとかというようなことはないようにしてと言って

いるんです。ないんだったらいいんです、そのままで。事務局の責任

でそれをコントロールするというんだったらいいんだけれども、議長

がという文言が入っているから、下手したらさっきの議論じゃないけ

れども、議事を止めて定数を超えましたけれどもどうしましょうとい

うためにわざわざ議運が開かれるのはやめてほしいということです。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  すみません、木津川市議会の傍聴規則が空白になっているように、

傍聴券というものがないんです。だから私見たことがないんですけれ

ども、傍聴券というものはカード式で何かラミネート加工が、何度も

使えるようなものなんでしょうか。 

宮嶋委員長  松井さん。 

松井事務局長  体裁はこちらのほうで作成をいたしますので、いかような形でもい

いかと思っておりますが、本人が携帯できて我々も確認ができるもの

というふうには思っております。 
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宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  まず、委員会ですとここですわ。そして本会議は向こうですわ。そ

の中でこの広い、例えば何十万平米、何十平米とか広い場所で議場な

り、委員会室があるのでは、それは確認は大変です。このような委員

会、本会議場の中で傍聴券を交付して、それで確認するというところ

がどこまで必要性があるのか、皆さんどこまで考えておられるのか知

りませんが、それほど必要性がありますか。今、谷口さんがおっしゃ

られました。谷口さんも傍聴に来られてどういうことを今まで傍聴席

で感じておられたのか、改善点はどうとか、思われているかどうかは

知りませんけれども、一旦、傍聴を帰られた方は帰られたと。それか

らもう一度また来られるというのはないと思うんですよ。例えば自分

が関心のある議案に対して、終わって帰られることは再度来られると

いうのはよほどのことがない限り来られないという、これまで考える

必要はないと思うんですよ。だから木津川市の傍聴席よりも小さな隻

数、そしてこちらの環境施設組合でも見渡せるところの範囲内で傍聴

人数も傍聴席も確認できるんです。必要性はそれほどないという私は

判断をしています。傍聴券を交付するというのはあまり必要性、必然

性がないのではないかと、このように判断いたします。 

宮嶋委員長  ほかの方いいですか。発言ないですか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こだわらないけれども、私が申し上げているのは、傍聴、さっきの

事務局の説明としては、要するに定数をオーバーするような議会が起

きない限り発行しないという話だったから、定数をオーバーする事態

が突如起こったら議長が議事を止めて、本来の予定時間に会議が始ま

らないという事態は避けてというふうに言っているだけで、念押しし

ているだけであって、そこまで運用にこだわっているわけではありま

せん、それは。 

 勘違いしないでください。先ほど言っているのはもう一遍来ると言

っているんじゃないんですよ。例えば９時半から始まった会議に１０

人来ました、１時間の会議で次の議題になりました、１０人のうち３

人帰りました、別の人が次の議題に来るってあるじゃないですか、そ

れは。特に一般質問とかあるでしょう、それぞれの議会で。Ａ議員の

質問が終わったら帰る人いるじゃないですか、Ｂ議員のとき来る人い

るじゃないですか。その場合でも入れ替わり立ち替わり来るけれど

も、総数何人いるかというのは、傍聴券があれば把握しやすいと言っ

ているだけの話ですよ、それは。だけど、いいって言われるのなら別

にもういいからそこはこだわりません。 

 ただ山本さんの論点をちょっと定めてほしいんだけれども、先ほど
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佐々木 

副委員長 

つづき 

あなたがおっしゃったのは、さっきの定数のところでは傍聴席以上に

来たらどうするのかということを問われて、今回はそんなことあり得

ないと、取りあえず。 

山本委員  いや、あり得ないなんて。あり得ないなんて言っていません。違う

言葉で言わないでください。 

佐々木 

副委員長 

 だからそこは一定の想定をしなあかんと思うけれども、想定以上の

ことを想定してもあまり意味がないので、そのときはそのときにまた

協議しなあかん話やけれども、原則論は決めておくということで、も

う一回言いますよ。事務局が定数管理できるんだったら別に私はそこ

はこだわりません。 

宮嶋委員長  事務局のほうで。 

武田 

総務課長心得 

 事務局として定数管理ができるようにという趣旨で書かせていただ

いているものというふうにご理解いただければ幸いです。 

宮嶋委員長  松井さん。 

松井事務局長  事務的なことで申し上げますと、我々が想定していますのは、議事

に支障がないようにまずは開会前、直前、全て確認をしてあるいは休

憩中、傍聴受付簿の記載の数、そういったものを確認しながら当然議

事に支障がないように努めていく所存ではあります。 

 ただし、例えばですが、会議中、我々事務局職員も中に入っており

ますので、その際に一度に団体が来られたといったような場合につき

ましては、議長にご相談申し上げ、暫時休憩というような措置を取っ

てお願いする場合はあるかもしれませんが、全て事務局のほうで手続

を進める所存でございます。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 ということですので、このままでよろしいですかね。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、第５条については事務局で書いていただいている改正案どお

りとします。 

 次に、第６条、議場への入場禁止についてであります。 
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宮嶋委員長 

つづき 

 これについてはいかがでしょうか。 

 このままで、この改正案どおりでよろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 じゃ、第６条については、特に手が挙がらなかったからもうよしと

しますが、よろしいですか。 

 あるんですか。 

山本さん。 

山本委員  私ばかり言っていると駄目だと思って控えていたんですけれども、

これで結構だと思います。 

宮嶋委員長  じゃ、第６条はこのとおりとさせてもらいます。 

 次、傍聴席に入ることができない者の規定第７条についてはいかが

でしょうか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 さっきから何遍も言わせてもらっているけれども、この第７条の運

用というのは、基本的には外形上判断ができることに限定せざるを得

ないんですよね。まさか傍聴者にそこで裸になれと言えないわけだか

ら、その外形上判断ができるどうかというのを（３）とかいうのは、

これは判断をどうするのかという話になってくるんですよね。もちろ

ん原本というか、例えば大きなものとしては、プラカードとか、ビラ

とか、かばんの中に入るじゃないですか、小さいものだったら、また

は折り畳んだら。要するにスルーしやすいものをわざわざ外形上判断

する条項を入れてしまうのは、非常にこれは事務的に大変なことを職

員に課してしまう。という心配なので、第７条は基本的に外形的に判

断できるものに限定したほうがみんながやりやすいだろうなという気

はしています。 

 だから次の条項で、第８条だったかな、第８条の条項の中で傍聴人

の行為を規制するというのはやったらいいと思うんだけれども、行為

規制は一定やっていると思うんだけれども、持ち物とか、格好だとか

外形上の判断というのは極力避けるようなほうがいいんじゃないかと

いうふうに思っています。 

宮嶋委員長  ということは、佐々木さんは、具体的には（３）は要らないという

ことですかね。 

 佐々木さん。 
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佐々木 

副委員長 

 基本的に、そういう意味です。逆にこんなことはチェックしようが

ないわけです。 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  確かにかばんの中に忍ばせているとか、それは外形上判断できない

ですけれども、明らかに外形上貼り紙を持っておられるとか、プラカ

ードを持っておられる、明らかに分かるものについては、こうやって

書いておけば禁止事項といいますか、入るものができないものという

中に含まれるんではないんですかね。確かにこれをどこかに忍ばせる

というのは、そこは外形上判断できないですけれども、明らかにこう

いうような持って傍聴してもらうのは好ましくないということで、こ

れでよいと思うんですが。 

宮嶋委員長  すみません、今１条ずつやっているんですけれども、先ほど佐々木

さんからも発言があった第８条に傍聴人の守るべき事項というのがあ

りますので、これも含めて考えていただいたら分かりやすいかなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 山本さんの発言、それを通したら長くなると思っているんですよ。

例えばどこかの傍聴に行く前にどこかの学習会や集会に行って、例え

ばですよ、例えば環境を守れみたいなちょっとしたチラシとかポスタ

ーをたまたま持っていた。そのときは全部アウトなんですよ、今の発

言から言うと。または最近だって例えばかばんに意思表示する人いる

じゃないですか、さっきのように環境保全が大事だとか、小中学校の

統廃合は嫌だとかいうことで、意思表示する方がいるじゃないです

か。それだって自由の範囲内ですから、憲法で許された表現の。そう

いうことを持っていることを理由に議場に入ることを拒否するという

ことであれば、その議会が差別することになるんですよ。人の信条の

自由を侵す。だからさっきから何回も言うけれども、持っているもの

で判断しないと、ただし、第８条でそれを大っぴらにやり始めたら、

持っているものを出してきてやり始めたらそれは制止がかかるかもし

れない、場合によっては。それはあると思うんですよ。あると思うけ

れども、たまたま持っていたものがこの議事に制限を侵すかもしれな

いみたいな憶測で止めちゃう、入場自身をアウトにするということに

なれば私らが差別者になりますわ。絶対に避けるべきですそれは。 

宮嶋委員長  山本さん。 
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山本委員  各個人の表現の自由とか、それは十分に尊重しなければいけない

し、これを排斥するものではございませんが、そういうたまたま傍聴

の前に団体に持っておられた貼り紙とか持っておられたら、それはそ

れで直されたらいいんちがいます。何もそれを大っぴらという言葉は

駄目ですけれども、たまたま持っておられたものをそのまま傍聴に持

ってこられるのではなく、折るなり、目につかない形で持ってこられ

たらそれでいいだけだと思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 さっきからそう言っていますやん、私。だから何を持っているか問

うことは要らないというわけですよ。だからチラシとか、ビラとかま

たは旗とか折れるじゃないですか。かばんに入るじゃないですか。ち

ょっと待ってください。発言中です。それは、それをどこか前に、直

前の学習会でチラシをもらってきた、それはかばんの中に入れてもら

ったらいいだけであって、それを規制する必要はないと私はさっきか

ら言っているんです。ただこの条項を残しちゃうと、貼り紙、ビラ、

掲示板、プラカード、旗、のぼり、何でも持っている人はアウトです

よ、入れないですよ、何が書いてあるかを問わず。何を書いているか

問わず、これに類するものを持っていたら入れないわけですよ、この

条項を残すと。そこまで人権侵害していいのかということですよ。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  人権侵害とか、そういうものではなく、貼り紙、これはあくまでも

内容が分かるものは入られるでしょう。何も内容が何も分からない部

分、例えば傍目から見て内容が何も書いてない、白紙のような状態、

つまり貼り紙の表に白紙の紙を貼るとか、先ほど言ったように書いて

ある文字を内側にして折るとか、内容が分からなければ貼り紙ではな

いでしょう。貼り紙というのはあくまでも何か主張するものが見えて

こそ貼り紙でしょう。何にも内容が分からなければ貼り紙やないんだ

から、要するに分からないような状態で来られたらそれでいいんちゃ

いますのん。 

宮嶋委員長  松田さん。 

松田委員  もう今、先ほどから第８条に関わっても、第８条の第２号ですよ

ね。併せて議論ということになりましたので。 
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宮嶋委員長  いや、併せてとは言っていませんが、参考にしてくださいと言った

んです。 

松田委員  だから併せてかどうかは別にして、何を持っているかというより

も、その持ち物で何をするのかということこそ大切だと思いますの

で、第８条の第２号にも書いてありますから、こういう行為をしない

ことと、示威的行為をしないことというふうに書いてありますので、

私としてはあえてこの今議論されている第７条ですか、は記入しなく

てもいいのではないかという、そういう意見です。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってくださいね。 

 武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 第７条のところで議論をいただいております。私どもつくる際に地

方議会事務提要という本がございまして、それも参考にしながらつく

らせていただいております。基本的には第７条第１項第４号の適用で

議場の秩序というものは確保できるというふうに考えておりますけれ

ども、具体的に規定しておりますのは、係員及び傍聴希望者の便宜を

考慮し、係員の裁量を少なくするための措置という形で事務提要につ

いては記載がされているというところでございます。 

 物品の携帯禁止につきましては、会議の円滑な進行と議場の品位を

阻害する要因を列挙することで抽象的・総括的に規定したものという

形での提要の説明となっておりますので、ご報告といいますか、させ

ていただきます。 

 以上です。 

宮嶋委員長  いかがですか。 

 今出ているのはこの（３）は要らないのではないかという議論です

ね。そして、いや、このとおりで進めたらどうかということ、２つ意

見があるかと思うんですが。 

 谷口さん。 

谷口委員  私も松田さんがさっきおっしゃられた第８条の（２）のところで、

示威的行為をしないことというところにも書いてあるので、第７条の

（３）は必要がないと考えます。 

宮嶋委員長  山本さん。 
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山本委員  こっち側は行為を言っているのであって、第７条のほうは持ち物で

すよね。だから特に第７条と第８条を結びつける必要はないと思いま

す。第７条についてこういう持ち物を持っている方はできないという

ものでこれはこれでいい。ただこのものをどのように外形上判断する

かというところを今、佐々木副委員長と議論しているというところで

す。私は、だからこのままで、第８条は第８条で行為、そして第７条

の（３）は、これは持ち物、外形上こういうようなのを持っていると

いうので、これは必要だと、このように私は思っています。 

宮嶋委員長  谷川さん、この件に関わってはどうですか。よろしいですか。 

 谷川さん。 

谷川委員 当初、木津川市精華町環境施設組合の議会傍聴規則ということで、

当初２番のところにその項目が入っておりますわね。２番。 

宮嶋委員長  現行の２番ですね。 

谷川委員  現行の。これをこちらのほうはそのまま行こうという形のものやか

ら、別にこれは、精華町と何かこれを比較しながらやっているみたい

やけれども、このままでいいのちがうかなと私は思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別に精華町のを採用せよと言っているわけでも何でもないです。そ

れははっきり言っておきます。さっきから言っているように、私はあ

まりかわらないと思うけれども、要するに外形上チェックできないも

のって別にスルーしちゃうわけだから、そんなことをわざわざ事務局

段階で、さっきの事務提要にあるという事業の負担を減らすためにあ

るルールなんだから、わざわざここのことを厳密に解釈しちゃった

ら、例えばある人はビラを手持ちで持ってきたからアウト、ある人は

かばんに入れてきているからセーフということが起こっちゃうんです

よ。それはやっぱりおかしいんちゃうかというのがこの議論の争点で

すよね。例えばビラがあって、下手したら、例えば文化的なビラだっ

たらオーケーだけれども、政治的なビラだったらアウトとかいうよう

な示威的な判断が入っちゃうおそれがあるんですよ。でもそれをして

下手に傍聴を拒否された人からうちの組合が訴えられて、差別だと、

入場を拒否されたと、なぜかというと自分が政治的なビラを持ったこ

とを理由に欠格者だと言われたら私たちは負けますよ、完全に負けま

すよ、今ので。だから何もしないことと一緒なんです。要するに持っ



 37 

佐々木 

副委員長 

つづき 

ているもので判断しなくてもいいんじゃないかということでしょう。

持っているものは別に、持っているものがピストルとかやったらあか

んよ。あかんけれども、持っているもののビラに何が書かれようと、

持っているもの、のぼりや旗に何が書かれていようと、それを理由に

入場拒否することにどれだけの意味があるのかと。逆にさっき申し上

げたように訴えられる種をつくっちゃう、それを運用しちゃったら。

だったら多分事務局も議長もそんな持っているもので判断するなとい

う判断になるでしょう、だとしたら。だったら要らないじゃないです

か、この条項。そんなもので判断、チェックしないんだったら。 

 わざわざ、（３）と（４）はわざわざそういう議場で暴れることを

前提にしているような書き方をされているから問題があるわけでしょ

う。だから委員長おっしゃったように、第８条で暴れたらあかんよと

いうのを書かれているわけだから、行為は規制してもいいけれども、

人の心情や持ち物、外形で判断することは極めて今の時代、人権問題

に直結しちゃう。後でまた人権問題が出てくるかもしれないけれど

も、人権問題を我々が起こすというのは非常に問題があるんですよ、

これは。あり過ぎですよ。既にもう改正案に載っていないけれども、

だって現行条例と木津川市のものと見ると、例えば笛、ラッパ、太

鼓、楽器は駄目でしょう。ラジオ、拡声器、映写機、写真機は駄目で

しょう。下駄、サンダル駄目でしょう。異様な服装駄目でしょう。ど

こまで差別するのって話ですよこれ。この多様化の時代に。こんな差

別的な条項を残しておったら、それこそ笑いものになりますよ。 

 だってさっきの想定範囲から言えば、吹奏楽部の子が帰りしなに議

場に寄ったらアウトですよ、だとしたら。なるでしょう。本当ありえ

ないじゃないですか現実的に。吹奏楽の中学生や高校生が帰りしなに

議場に関心があって見に来たと。あんた、楽器持ってるじゃないか

と、フルート持っているじゃないかと、駄目だとならないんです、そ

んなことには。だからそれはもうはっきり割り切りましょうよ。外形

で判断しないと。よっぽど裸で来るとか、誰かに危害を加えるのがは

っきり分かっているものを持っているとか、鉄パイプを持って入って

くるとか、それはちょっとノーと言わざるを得ないけれども、そうじ

ゃない限り持っているもので判断するのはやめましょうよ。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 持っているもので判断というんじゃなく、持っているもの、例えば

先ほどでしたらプラカードでいいです。プラカードも内容をどうこう

言っているんじゃないんです。何か主張する文言が見えてあるものが

プラカードです。内容を私は制限せえとか、そういうことを言ってい

るんではないんです。ただ議場または委員会室の秩序を乱すまたはそ

ういう可能性のある、また可能性はあるいうか、ものは、プラカード

はという文言でもここに書いてある内容、プラカードの中にどういう
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山本委員 

つづき 

ことを書いているとか、そういうことを問うているわけじゃないんで

す。そういうものを持ち込んで議場の秩序、そういうことを言ってい

るんです。内容は、それは言えば表現の自由とか、それはこういう内

容を書いてあるから駄目だとか、そういうことを私は言っているんで

はないんです。いろいろなものを持って示威的な行動につながるんで

はないかと、秩序が乱れると。そういう考えでこういう文言はあって

いいんじゃないかということですわ。内容という、文面の内容を言っ

ているのではありませんと、それは理解してください。 

宮嶋委員長  それぞれからご意見を出していただいていますが、（３）の扱いが

焦点になっていまして、これをこのまま残すか、それとも削除するか

ということなんですけれども。 

佐々木 

副委員長 

 残す理由を言ってください。 

宮嶋委員長  発言があるなら手を挙げて言ってください。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 だからもし残したほうがいいと言うんだったら残す理由を言ってく

ださい。私は残さない理由は幾つか言いました。形式的な差別につな

がる、人権侵害につながる、訴えられる可能性があるということです

よ、それも含めて。主権者をあまりにも議会が乱暴に扱い過ぎるとい

うことです。残したほうがいいという、あくまでこれは行為、今、こ

の段階では行為を何もしてないんだから、持ち物だと。使い始めたら

問題ですよ。だけど、持ち込む段階なら何もやってないじゃないです

か。やってないし、先ほどフルートと言ったけども、フルートだって

オーケーよと通した。もしかすると会議中に吹く可能性があるわけで

すから、吹かれたらアウトというか、止めることになりますよね。そ

れは行為規制ですから、行為規制は必要だけれども、持ち込む段階で

これを何かに使うかもしれないという蓋然性だけ、勝手に予想、勝手

に想像を音にして判断するのは、それはもう人権侵害そのものです。

だからもっと言えば飛行機を今乗るときにも、私ら時々カッターを持

っていますやん、事務用のカッター。これだって飛行機に乗ったらア

ウトですよ、これは。アウトだけれども、持っているからいけないと

かならないじゃないですか。そしたら皆さんの筆箱にも入っているか

もしれないじゃないですか、小さいカッターが。そのことは規制しよ

うがないし、使うことが問題であって持ち込むことは問題じゃないで

すよ、こう言っているわけです。 



 39 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

佐々木 

副委員長 

 だから理由があったら言ってください、持ち込んだらあかん理由

を。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  持ち込んだ理由とか、そういうのではなく、秩序を議場内に、委員

会室の秩序を守るために、こういうものは持ってくる必要性がないの

ではないかと、そういうことでしょう。 

佐々木 

副委員長 

 理由になっていません。 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

佐々木 

副委員長 

 明確な理由を言ってください、委員長。明確な理由を言ってくださ

い。残す明確な理由。明確に言ってください。聞きますから私、無視

しないし、聞きますから。明確に言ってください。 

宮嶋委員長  大角さん。 

大角副議長  今、やっているところ、これ事務局案の改正案として木津川市と精

華町という形であって、今回出てきた、あえて今回のところに入れた

んですよね。その理由というか、やっぱりあるかと思うんですけれど

も、それを一回聞かせてほしいんですけれども。 

宮嶋委員長  もう一度、じゃ、すみません。 

 武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 

 

 

 

 会議の円滑な進行と議場の品位を阻害するようには配慮していくと

いうのが一点、もう一点は、あらかじめ示すことで傍聴者の便宜を考

慮し、係員の裁量を少なくするための措置というのがございます。 

 先ほど来、第８条の関係で話が併せて出ておったんですけれども、

第８条でいいますと、その行為をしないというのが第８条で規定をさ
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武田 

総務課長心得 

つづき 

れております。それが行為であるかどうかというところの判断という

のは非常に難しいと思います。例えばビラを持って、のぼりを持って

おられて、それを動かしてはいないんだけれども、見えるような形で

持っているよというように判断が難しいところもあろうかと思うんで

すけれども、携帯の禁止と、持込みの禁止という条項がございました

ら、基本的には持込みが禁止ですという形でお話もさせていただける

のかなというふうに思っていますので、事務局として裁量、事務局の

裁量としては非常に行為だけで判断するというのは難しい状況も想定

されるのかなというふうには考えているところでございます。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  大角さん。 

大角副議長  ありがとうございました。そういったもので誘導される可能性があ

るからこそ、そういうような配慮をしたほうがいいという判断で掲げ

たいということですね。分かりました。だから残してもいいんじゃな

いかと思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 普通に考えたら持ち物よりも行為のほうが判断しやすいじゃないで

すか、普通の一般的な常識から言えば。何を持っているか分からな

い、何をするか分からない状態のときと、何かをしたときの状態とい

うのは、何かをしたときの状態のほうが判断しやすいんですよ、当た

り前だけど。それをあえて何かをするかもしれない段階で規制をかけ

る理由を、もう一回聞きますが、何かをするかもしれない段階で、蓋

然性の段階で禁止するという合理性はどこにありますか。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の改正案第８条、ちょっと今の議論と外れるんですけれども、

いわゆる示威的な行為をしないことというところの判断をするところ

というところをどうもって判断するかというのは難しいと思います。

そもそも議会を傍聴するというところにそういったものが必要なのか

どうかというところがあります。 

 佐々木副委員長がおっしゃられたみたいに、たまたまどこかの機会

で持っておられるといったケースも想定されるところなんですけれど

も、規則に書いてあるがゆえに、例えば事務局に預けていただくと

か、持っているから入れないよという排除の議論ではなくして、ルー
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武田 

総務課長心得 

つづき 

ル上そうなっているから事務局に預けていただくとかいう形で対応も

させていただくことは可能かなというふうにも考えておりますので、

基本的な考え方として排除するとか、差別するとかいったような基本

で事務局は一切考えておりませんで、議場の秩序を維持しながら傍聴

者、できるだけ多くの方に傍聴していただくためにはどうすればいい

んだというところを目指しているというところはご理解をいただけれ

ば幸いでございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 そんな話じゃなしに、だから何でこのプラカードとかのぼりはかな

りでかいものだから一定大きさがあると思うんだけれども、貼り紙、

ビラ、旗というのは、さっきの話だと折れる、折り畳むのが可能だか

ら、そしたら邪魔にも何にもならないですよね。ならないですよね。

だからこの列挙というのは基本的に何らかの意思表示をする可能性が

あるものなんですよ、何らかの意思表示の可能性があると。だからな

ぜそこまで全部書かなければならないのか。まだプラカードとかのぼ

りに限定するというのなら分かりますわ、まだ百歩譲って。かなりで

かいし、物が、それなりに。なぜビラとか貼り紙または折り畳めるよ

うな旗、そこまで持込禁止に入っているのかというのが合理的な説明

になっていないんですよ。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 意思表示というお話がございました。折り畳んでかばんに入れたま

ま傍聴に来られて折り畳んだままで帰られた、一切意思表示されてお

りませんし、目にも留まりませんので、それを例えば事務局として入

り口で止めたりというようなことはできないというふうに思っており

ます。だから全て止められるのかといいましたら、私たち入り口で例

えば銃器の検査、持っておられるか、持っておられないかの検査もし

ておりません。ですから、ビラも同様でございますので、当然持って

おられたら出ていただくことになりますけれども、入り口で検査もし

ない、書いてあるがゆえにそういうことはできないんだという意思表

示であります。そういうご理解をいただいたらと。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 厳密に言ってください。今は第８条じゃなくて第７条の議論をして

るんですよ。第８条の議論は今の理屈が通るんです。こういうのをや
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佐々木 

副委員長 

つづき 

っちゃいかんとういうのは、そのとおりです。そのとおりなんですけ

れども、じゃ、今のこのお話はチェックをできないものが列挙してあ

ると、第７条は。チェックしようがないと、外形上は。けれども、一

応書いてあるんだと。書いてある理由というのは、いわゆる簡単な日

本語で言えば傍聴へ来る人への禁止事項だと。もっと言いやすい言葉

で留意事項だと、こんなん持ってくるなよということを意思表示して

いるんだと、こちら側が。とおっしゃっているわけでしょう、今。そ

ういうことをおっしゃっているわけでしょう。 

 だからそれは一定、全部が全部、銃器とか、そのとおりだと私は思

う、銃器まで持ち込んでいいとは思わない、思いませんよ。思わない

けれども、さっきから何度も言っているように、例を出しているよう

に人間というのは別に傍聴だけに来るわけじゃないから、場合によっ

ては。どこかに行ったついでとかいうのもあるわけですよ。そのとき

に持ち物があるがゆえに入場させないという行為になるわけでしょ

う、これは今後ルールになるわけでしょう。だったらもし事務局がお

っしゃることがあるんだったら、この条項のどこかにこういうものを

持っている人は事務局で預かりますと、責任を持ってという条項を入

れましょうよ。ちゃんと善管注意義務を持って物は保管させてもらい

ますと。だって今の話、全然運用上の話ですよ、どこにも載ってない

じゃないですか。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。いいですか、佐々木さん。 

 じゃ、山本さん。 

山本委員  まず、各委員、これで意見も言っておられるとは思うんですが、

今、佐々木副委員長が事務局と文言またはそれに関連する銃器とかの

話にも広がってきておりますが、どうでしょう。議員として、自分ら

の議論はできたのかどうかです。事務局に確認するのは、それでも確

認は必要ですが、今の話を聞いているとどんどん確認事項が敷衍して

広がっていってどんどんこの核心の議案について遠ざかっていくよう

に思うんですが、どうでしょう、皆さん。もっと委員同士で議論する

んだったらしていただいてもいいですが、今の状態を見ていますと事

務局との確認だと思います。どうでしょうか、委員の皆さん。これは

委員長に最後進行はお任せするんですが。 

宮嶋委員長  この文面、条項について（３）は要らないのではないかという議論

と合わせて、要するに入場の前にそういうものが目についた場合は事

務局で預かりますよと。だから持ってきてもそれを議場に持ち込まな

ければ何ら支障はありませんよという話にもなっているわけですが、

どういう整理がいいでしょうかね。 

 谷口さん。 
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谷口委員  私は先ほどの佐々木さんの言われた、たまたま持っていたか持って

きた人がいたとして、そういう場合は事務局で保管させてもらいます

というのは合理的な決まりかなと思うので、そのような言葉を追加す

ることでできるかなと思いました。 

宮嶋委員長  ほかにいかがですか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 もしこの条項にこだわるんだったら、もしこれに類するものを持っ

てきた人はあかんわけだから、入れないわけだから、入ろうと思った

らその人の占有離脱に当たるじゃないですか。もっと簡単に言えば議

場に入るために議場にあるところ誰かに預かってもらうか、置くか、

自分の体から離して、つまり自分の体は入るという行為になるわけで

しょう。これは占有離脱だから自分の持っているということでなくな

るじゃないですか。所有権はあるかもしれんけれども、占有していな

い、その状態は。そしたら誰かに盗まれるかも分からんですよね。勝

手に持っていく可能性もありますね、占有です。要するに落とし物だ

という判断ですよ、分かりやすく言えば。落ちていると、フルートが

落ちていると。持っていこうという行為をこの施設内で許しちゃうこ

とになるんですよ。つくりましょう、事務局が責任を持って預かると

いうことを。でもそれをつくったら、先ほど武田さんがおっしゃった

ように、事務局の負担を減らす行為、逆に増えるでしょうね。事務局

の負担を減らすためにこの条項があると言っているのに、この条項を

残すことによって事務局の負担が増えるんですよ。私どっちでもいい

ですよ。この（３）を残すなら残すで持ってきた人の所有物をちゃん

と保護すると、責任を持って保護するという条項をつけましょうよ。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 先ほども申し上げましたけれども、基本的には第８条の判断という

のは極めて難しいというふうに考えております。何をもってその行為

であるかという判断、それと持っている持っていないの判断という形

で考えますと、持っている持っていないの判断というのが極めて判断

がつきやすいと。そもそも議会を傍聴するのに必要なものかどうかと

いうところで判断をしていただければというふうに考えております。 

佐々木 

副委員長 

 議論が違います。 

 答えは、委員長。答えてくださいよ。これを第３号を残すんだった

ら。 
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宮嶋委員長  ちょっと待って、指名してないからちょっと待ってください。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 だから何遍も言っているじゃないですか。第３号を残すと言うんだ

ったら譲りますから、じゃ、たまたま持っている人の措置をちゃんと

こっちが保障しましょうよ、その人の物を。所有権を侵害されないよ

うな状況をつくりましょうよ。 

宮嶋委員長  武田さん。 

武田 

総務課長心得 

 事務局として案を示させていただいている分でございます。あくま

でも議会運営委員会でございますので、委員各位の中で議論をまとめ

ていただければと、事務局として想定できるところ、考えているとこ

ろというのは示させていただいていますので、あとは委員各位で結論

を導き出していただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 だったら事務局はもう知らんという話だから、預かる規定もつくる

気がないという話だから削除しましょうよ。それが一番簡単ですよ。

事務局にとっても一番簡単。 

宮嶋委員長  ２つというか、この文書で示している改正案のままでいくのか、

（３）を削除するのかの２つがあります。一応全員に発言はいただい

たというふうに思っておりますが、どうしますかね。まだ、話はして

きましたけれども、大きな片一方に話が進んでいるというふうにも思

えないし、両方なんですけれども、採決していいものなのかどうかち

ょっと判断に迷うところがあるんですが、進め方について。 

 山本さん。 

山本委員  論点はもう今委員長がおっしゃられたように（３）を省くか省かな

いか、この２つです。ここについてはもう議論は一定されたと思いま

す。私は採決でよいのではないかと思います。ほかの委員の方もまた

いろいろ意見があると思いますので、またほかの委員の方の発言を求

めたいと思いますが、どうでしょうか、委員長。 
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宮嶋委員長  ほか、いかがですか。 

 意見が出ないので、判断に迷うところですが。 

 谷川さん。 

谷川委員  事務局なりに検討されて事務局提案を今していただいたわけですよ

ね。それも前回に基づきまして、これでされておるので、私は事務局

提案でいいのかなと。ただいろんな問題はあるかもしれませんけれど

も、このままでいいんとちゃうんかなというのが私の結論です。 

宮嶋委員長  それで今いろいろそれぞれの意見を聞いたので、採決するかせえへ

んかという。 

谷川委員  採決するのはしてもらっていいです。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  採決をしたほうがいいと思います。 

宮嶋委員長  よろしいですか、それで。 

 

  （はいの声） 

 

 では、（３）を外すというのは後から出た意見ですので、先ほど

佐々木さんが言ったように何か元の案があって修正というのではない

んですけれども、一応事務局案がたたき台にありますので、後から出

たものは修正という便宜上言うておりますけれども、（３）を外して

第７条とすることに賛成の方は挙手願えますか。 

 

  （賛成者挙手） 

 

 ありがとうございます。 

 賛成多数ですので、（３）を外したものを第７条とします。 

 じゃ、続いて、第８条、傍聴人の守るべき事項についてご意見をく

ださい。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 先ほどの話のように行為は一定必要性があると思いますから、この

内容で基本的にいいと思うんですが、冒頭申し上げたように（３）の
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佐々木 

副委員長 

つづき 

飲食の飲、飲については、支障がない範囲で認めてあげて、一律禁止

じゃなしに必要に応じて飲は認めるということにしたほうがいいとは

思います。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  私はこのままでよいと思いますが、今、佐々木副委員長から意見が

ありましたが、飲まれるときは傍聴席から外されたらいいと思いま

す。傍聴席の中で飲むという緊急性、何秒の間です。飲みたいと思わ

れる方は傍聴席から退避すればいいと思います。確かに今、熱中症と

かいろいろな観点、また、個人の体調でこの飲み物が必要だと、それ

はあります。しかし、緊急性という時点において傍聴席から出ていっ

て飲まれればいいと思いますので、私はこの事項で（１）から（４）

までこれで改正案はそれでいいと思います。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  飲食、飲むことに関しては私も禁止事項には入れないで、飲むこと

に関してはただし書か何かで許可するというのを提案したいです。体

が元気な方はそうやってぱっぱと出入りもできると思うんですけれど

も、例えば電動車椅子に乗っている方とかが水分補給したいときにじ

ゃ、一々外に行かないといけない、そういう大変なことにもなります

し、そこはあえて制限する必要がないと思います。 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

 谷川さん。 

谷川委員  私もこの飲食に関しては、このままでいいということで判断してお

ります。もし飲みたいときは外に出たらいい問題やから、傍聴席か

ら。ただ議会の中で一部議長等、質問される方については水を置いて

おりますけれども。そういう意味で外へ出ていただいたらそれでええ

のんちがうのかなと。介助者がおられる場合には介助者が、そのため

に介助者がおられるねんやから、そのまま出ていってもらったら、外

で飲んでもらうので、それでいいのんちがうかなと私は思います。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 
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佐々木 

副委員長 

 谷川さんに確認ですけれども、何で議員はいいんですか、同じ場所

で。そっちの議論なんですよ。 

議長や質問者は多分しゃべっているからのどが渇くからという理由

だとは思うんだけれども、推測はしますが、行為は変わらないわけで

すよ、理由が何であれ。水なりお茶なりを飲むという行為は変わらな

いわけですよ。でもこれは行為を禁止しているんですよね。行為を禁

止しているので飲んだ瞬間にアウトですよ。 

 先ほど谷口さんがおっしゃったように、それはみんながみんな五体

満足で元気で簡単に自分の意思で移動できるんだったらそれは通ると

思いますよ。けれども、さっきの冒頭のところからの議論はいろんな

人がいるんだよと、世間には。介護が必要な人もいるねという議論を

してきたわけですよ、我々、今日。この場にあって元気な人を中心に

考える発想は訳が分からん、はっきり言って。いろんな人がいること

を前提で、もちろんおっしゃるとおり元気な人で外で飲みたい人はす

ぐに持っていってもらったら別にいいですよ。無理無理場内で飲めと

いうことを強制するわけでは何もないので、外に行く人は行ってもら

ったらいいです。そのことは別にいいんだけれども、簡単に移動でき

ない人が来ることを前提に議論しているのに、この間、今日は議論し

ているのになぜこういう生命を維持するための行為をそういうハンデ

ィーをつけるのかというのが分からないんですよ。どこにそういう人

間性の発想がありますか。申し訳ないけれども、人間的な。 

宮嶋委員長  いかがでしょうか。 

 谷川さん。 

谷川委員  傍聴に来られる方は、そこに入られて、大体後列におられますの

で、それはそこで飲食するんやったら外で。 

佐々木 

副委員長 

 飲食じゃない、飲ですよ、飲。食はつかない。 

谷川委員  飲食と書かれていますから。 

佐々木 

副委員長 

 だから飲だって、今は。 

谷川委員  いや、文言は飲食または喫煙だったからね。 
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佐々木 

副委員長 

 話を聞いてください、ちょっと。 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。まだ発言中です。 

谷川委員  ごめんなさいね、飲食と聞いていたから、食べるものも、ガムをか

む一つの行為も食べる行為ですわな。それはコロナへの関係も含めて

やられている人もいはりますので、そういう意味で飲食と書いてある

から、その文言を消すというのはということでちょっと勘違いしてい

たかもしれません。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 私、さっきから飲食両方とは言っていませんよ。飲に関してはと何

遍も言っていますよ。 

谷川委員  私は飲食と思ってたので。間違うているかも。 

佐々木 

副委員長 

 先ほど熱中症とかまたは簡単に移動ができない方に外に出て飲、要

するに飲むこと、水分を補給することを強要する意図がどこにあるか

と聞いているんですよ。それが明確に答えられなかったら、まさにそ

れは差別問題ですよ。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  先ほど私の意見として熱中症とか必要な方がおられると、佐々木さ

ん、あまりにも言葉が強要しているとか、そういう文言では、強要で

はないんですよ。私、強要なんて言葉は一遍も言っていません。一度

も言っていません。強要なんてこれっぽっちも言っていません。なぜ

そういう過激な文言を持ってこられるのかがちょっと理解できないん

です。いろんな体調の方がおられます。それについては先ほども谷川

さんもおっしゃられました。介助者もおられるので介助者をもって、

例えば傍聴席とか、そして私は健常者においてはすぐ飲みたいと思う

ときは出られます、傍聴席から。それを特段、傍聴席で飲むことを駄

目だと強要しているとか、そのようなことは一切言っていません。強

要するものではありません。 
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宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 山本委員、それはちょっとおかしいですよ。だって、中で飲んだら

あかんから外に出ればいいというご自身が事実上強要ですよ、それ

は。厳しい言葉だと言われるかもしれんけれども、私がさっきから言

っているのはいろんな人がいると。普通の健康な人でさえ、この夏は

水分補給を推奨されていると。健康な方の中でも例えば立つのも大変

だと、そういう人もいるでしょう、高齢者になってくれば。私だって

立つとき例えば時々どっこいしょと立つぐらいだから。そういうこと

を要するに生命維持のための行為をどこまで許容するかというのがこ

の論点だと思うんですよ。もちろん弁当を持ってきて食べるというの

は、それはあかんと思うから、食については私も同意はしますが、飲

についてそこまで一律に、もしくはさっき谷口さんかな、誰かがおっ

しゃったように、これにただし書を付け加えることによって、今、山

本さんや谷川さんが言っているみたいに議場の外に出れないような状

態の方については認めるというような特例規定を設けるということに

よって、今この議論が再燃しないように避けるということは可能なわ

けですよ。だから今は飲む行為を、要するに議場は絶対駄目というの

が山本さんの意見でしょう、基本的に駄目というような意見なんです

よ。私らは認めてもいいと、折衷的に谷口さんがおっしゃったのは、

原則これにしておくとしても、必要に応じて飲む行為についてはそこ

までとがめないよとおっしゃっているわけですよ。それが今の議論の

中心問題でしょう。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  議場で飲むことをとがめないというのは誰もおっしゃっていません

けれども。 

佐々木 

副委員長 

 おっしゃっている。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  とがめるというか、これは規則なので、しないことというふうに制

限をしている。それをとがめるというふうに言ったらそうなのかもし

れないですけれども。 
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山本委員  いや、言ってないでしょう。 

谷口委員  ルール、いや、しないこと、飲食または喫煙をしないことというふ

うに決められているこのルールをどうするかという議論を今している

ので、今のこの（３）を残すということになると、飲む、食べる、た

ばこを吸うは駄目ですというルールなので、これは事実上その行為を

禁じているものです。だからこのままでいいのかどうかという話合い

を今していると理解しています。 

宮嶋委員長  具体的にただし書をつけるということも出ましたけれども、例え

ば、ただし、必要に応じて水分を補給することは可とするみたいな、

可とするという言い方がええかどうか分かりませんが、ただし、必要

に応じて水分を補給することは認めるとか、分かりやすいですか。そ

ういうことですか、ただし書というのは。水分補給という意味合いで

すよね。 

 ここのところを整理したいと思うんですけれども、例えば、そう

か、飲食の飲を取るとしたら食事または喫煙をしないことにするか、

そこでは要するに飲み物を飲む行為については何も規定してないわけ

ですから、必要最小限のことは認められるということにもなろうかと

思いますが。 

 ２人が挙がっています。まず、佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 私は基本的には飲食の飲を取ったらいいと思うんですよ、今、委員

長がおっしゃったように。ただ考え方からしたら飲だって多分アルコ

ールだって飲だからという話になるけれども、それはもうアルコール

飲んだ瞬間にさっきの第７条のところに引っかかってくるわけでしょ

う。だったら議長の議場整理権で酒気を帯びていると、理由で退場し

てもらったらいい話であって、そういう解釈をすれば、トータルな解

釈をすればさっき委員長がおっしゃったような、あと谷口さんがおっ

しゃったような、水分補給のため、健康保持、生命維持のための水分

補給というのは、そこまで排除する必要はないということで、飲を取

ったらあれだけれども、飲を入れるのであればただし書でそういう生

命維持のための、健康保持のための飲食については認めるということ

にするか、どっちかなんですね。一律で認めないのは問題があると思

います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  文言について最後まで皆さん議論されて大変活発なところなんです
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山本委員 

つづき 

が、飲食の飲を外すということは先ほど佐々木副委員長がおっしゃら

れたようなアルコールをどうするかというところもまた議論しなけれ

ばなりません。そしてそういうものを観点に入れまして、飲食、この

ままで私はいいと思います。先ほども言いますが、生命の維持に大切

な水、それはそういう人もおられるでしょう。しかし、そういうのは

対応できる介助者もおられます。これは実際にそうでしょう。そうい

う方が傍聴に来られたら介助者はおられるでしょう。そして何も傍聴

席を外して出るのはそれほど遠方、歩いて１分、２分かかるとかでは

ないと思います。すぐだと思います。飲むときは飲めると思います。

それほどあれですかね、こちらが拒否しているとか、そういう意味合

いではないと私は理解しております。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  今、山本さんが言われたことでちょっと違和感があるのが、やっぱ

り介助者のいる傍聴人という想定で考えたときに、外に行ってそこで

飲ませてもらって戻る、結構な時間がかかると思うんです。もしかし

てすごく聞きたい内容だった場合に、それを全部聞き落としてしまう

かもしれないというふうに思うと、やっぱりせっかく来てくれはった

人がそんなことで妨害されてしまうというふうにも想定できるので、

やっぱり飲むという行為については認めるという方向が私はいいと思

います。 

宮嶋委員長  すみません、時間が大分来ているんですが、ここも整理しておきた

いので、佐々木さんが言う飲み物は認めるという場合は、いわゆる修

正案を具体的に提案いただけますか。それで皆さんに諮りたいと思い

ます。 

佐々木 

副委員長 

 だから第１案は削除ですよ、飲の。私が言っているのは。 

宮嶋委員長  だから飲を削除する場合だったら。 

佐々木 

副委員長 

 ただ飲を削除したらあかんという人がいるんだったら、ただし書を

つけることによって生命維持のための水分補給については認めましょ

うということを付け加えることによって、議場内の飲が要するに水分

補給は可能になるという道をつくるということで歩み寄りましょうと

言っているだけであって。 
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宮嶋委員長  だからそこの整理で最終的な案を。 

佐々木 

副委員長 

 それがそこに歩み寄れないんだったら、全員が。生命維持のための

水分補給さえ駄目だと、歩み寄れないんだったら飲を取るということ

しかないじゃないですか。歩み寄るためのただし書の提案をしてるん

だから。基本的に全会一致を目指すために言っているんですよ。 

宮嶋委員長  それで、最終的にはどのことを提案されますか。 

佐々木 

副委員長 

 だから谷川さん、山本さんがただし書条項でうんと言ってくれるん

だったらみんなが同意できるから、それが一番すっきりというか、誰

も別にあれしないわけだから、両方の意見が入っているわけだから。

ただ気になるのは、お２人の意見を聞いていると、飲みたかったら外

に出ればいいというのが残っているみたいなので、それに関して言え

ばさっき谷口さんが言ったとおりだし、みんながみんな一律にそんな

何秒か何かで外に出て、さっと飲んでさっと帰ってくるということが

ないというのはもう一遍言いますよ。今日の会議はそういう会議をし

てきたわけでしょう。いろんな人がいるでと、世間には。様々な人に

対応できるようにうちのルールを何とか考えましょうねというのが今

日のスタートじゃないですか。なのに健康な人を中心に議論されたら

その議論がひっくり返っちゃうわけですよ。健康な者しかここに来た

らあかん、傍聴に来たらあかんみたいな話になっちゃうので、そうじ

ゃないとおっしゃると思うけれども、だったらいろんな人が来るとい

う前提で、少なくとも生命保持のための水分補給を認めるということ

で譲歩できませんかと言っているんです。 

宮嶋委員長  今、具体的に指名されましたけれども、山本さんとか谷川さんはそ

のただし書をつけるということについてご意見ありますか。 

 山本さん。 

山本委員  私はこのままでただし書もつけずにこのままの改正案でいいと思い

ます。 

宮嶋委員長  谷川さん、ご意見ありませんか。 

谷川委員  私も同じなんですけれども、出る期間で、ここにあったら出られま

すので、議員と違うてまた傍聴された方々は出られますので、山本さ

んの考え方と一緒です。 
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宮嶋委員長  ということで、ただし書をつけるのではなくて、飲を取った場合は

どうするんですか、言葉としては。何かありますか、佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 食事でしょうね、食事または喫煙でしょうね。 

宮嶋委員長  ２つの意見があって、ただし書ではないということになりましたの

で、そしたらこれも後で出た修正案という形で取らせてもらいます。 

 採決してよろしいですか。 

 

  （結構ですの声） 

 

 そうしましたら、（３）、修正として食事または喫煙をしないこと

としてこれに賛成の方は挙手願えますか。 

 

  （賛成者挙手） 

 

 賛成多数ですので、第８条の（３）は食事または喫煙をしないこと

とします。 

 先ほどからまた１時間以上たちました。 

 あとこの項目について残っているのは第９条、第１０条、第１１

条、そして会議規則の改正案ということになりますので、ここで４時

５分まで休憩をして、あとの進め方も含めて４時５分から再開したい

と思います。 

 休憩します。 

（１５：５９） 

  《休憩》 

（１６：０５） 

 そうしましたら、再開します。 

 第９条、写真、映画等の撮影及び録音等の禁止についてご意見をく

ださい。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 基本的には、これは削除して、自由にすべきだと思っています。 

 うちの場合はまだ例えば中継がされていないんですけれども、木津

川市も精華町も議場中継されていますよね。ということは、中継先

の、自宅内でもどこでもいいけれども、パソコンのあるところで見て

いて、それを録画しちゃったら、動画は再生できるわけですよ。だか

ら、もう既に禁止することの意味がほぼないという状況になっている

ということと、先ほども申し上げたように、録画でもだし、録音に関

しては、もう録音機器の機能が向上してしまって、容易に録音するこ
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佐々木 

副委員長 

つづき 

とが可能ですよね。それを一々録音することがなかった、録音探知装

置を買い込んでキャッチするというのも非現実的な話だし、しかもこ

れは刑法じゃないから、録音したからといって後々逮捕して捕まえる

わけにもいかないわけですからね。だったら初めからそれはフリーで

すよというふうにしといたほうが話は早いだろうなという気はしてい

ます。 

 ただ、さっきの第８条のところで、ほかの人に迷惑かけるような行

為が禁止されていますから、例えば傍聴者席でうろうろ走り回るなり

してそういう撮影行為みたいになると、ちょっとそれは話は別ですけ

れども、平穏に記録のために、または後にちゃんと正確に聞きたいと

いうための行為である範囲に関して言えば、それは禁止する行為には

ならないのはある、または禁止してもあまり意味がないだろうなとい

うふうには思いますけれども。 

宮嶋委員長  ここでは、論点、調整事項のところにもありますが、禁止するか否

かというところが論点になろうかと思います。今、佐々木さんからは

そういう意見が出ましたが、ほか。 

 事務局。 

武田 

総務課長心得 

 すみません。事務局案といたしましては、一応禁止という形で入れ

させていただいております。 

 理由といたしまして、一応、事務提要に掲載のある内容について紹

介をさせていただきます。 

 １点目は、傍聴は、傍聴人が会議の進行状況を直接見聞することで

あり、これを撮影、録音することは含まれないというのが１点ござい

ます。 

 もう一点、一部の部分を取って全体を類察されるおそれがあるこ

と、また、議員が撮影、録音を意識して十分な発言をしなくなるおそ

れがあることなどが一応理由として上げられているというところであ

ります。 

 あわせまして、木津川市、先ほど佐々木副委員長からもありました

ように、インターネットで配信をしておりますけれども、例えばその

画面をスマホで撮影するとかしない限り、直接録画はできない機能を

有しております。いわゆる一部分のみを切り取って、本人の発言、真

意のない形の中で全体が、意図的に情報が拡散されてしまうといった

ような懸念もされるところであります。そういった場合におきまして

も、禁止条項を入れておくことで、サイト管理者でありますとか、ま

た、そういった相談窓口に相談して削除を求めることも可能になるも

のということをもって、当該条項については入れさせていただいたと

いうところであります。 

 以上でございます。 
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宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  この文言、精華町にはございません。木津川市議会のほうでやって

いることで、そのまま引用しております。平成３年の環境施設組合傍

聴規則でもそのようにしております。市の規則にのっとってやってい

るということで、このままこの文言の改正案でいいと思います。 

宮嶋委員長  ほかございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 それは、今、お２人の発言はちゃんと合理的理由が要ると思うんで

すよ。 

 １つは、一部切取りというのは、それはマスコミがやっている話で

すよね。よくやっているじゃないですか、マスコミが一部抜き取って

報道すること。マスコミは認められるように、基本的にオーケーなん

ですよ。さっきもあったように、報道席ってありますからね。報道席

で録音のお客さんは多分とがめられせんよね、許可すれば。マスコミ

は一部切取りの報道をしてもオーケーで、住民だけはもう悪者なんだ

という発想があるんですよ、その根底には。住民は何を悪いことする

か分からへんと、マスコミは正しいんだと、あり得ないそんなこと、

今の時代。反対もあり得ます。マスコミがつくることもあるし、マス

コミが無罪の人を圧することはある。あったじゃないですか、現実問

題。だから、合理的理由がないんですよ、そこについては。 

 しかも、先ほど山本委員の発言は、一応地方自治法上の体系で市と

町が同じやっているというのは基本的に市のルールを優先しますよ

ね。確かにその条項はあるんですよね。そういう趣旨で発言されてお

るとしたら、非常に残念です。私らは平等だと思っているから、一方

は市で一方は町だけれども、対等だと思っているんだけれども、もし

そういうことで、市と町で構成するならば市が優先するんだろう、だ

から市のルールをのめという意図で発言されたんだったら、それは違

うと思います。 

 以上です。 

宮嶋委員長  ほかいかがでしょうか。 

 松田さん。 

松田委員 

 

 

 

 今言われましたけれども、私、山本委員が決してそのような意図で

おっしゃっているというふうには思っていません。思っていません

が、精華町で改正した時期を見ていただいたら、もう結構年数たつん

ですけれども、もうそのときでさえ、こういう録音とかいったものを
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禁止するのは時代に合わないねという議論を相当した中で、今、そう

いう規則を持っておりませんし、かといって切取り的に使われたりと

かいう事態もございませんし、もう時代に合わせて、私はもうなくて

いいというふうに考えております。 

宮嶋委員長  ほかいかがでしょうか。 

 山本さん。 

山本委員  現在、ＳＮＳとかそういう意味で、かなり切取り問題、以前以上に

課題になってきております。そのような懸案事項のある中で、これは

大変必要だと。何も放送局がどうこうされているのに一般人が、そう

いう区別ではないと思います。佐々木さんはどのような文言で言われ

るかは知りませんが、今、大変こういうものが逆に脚光、懸念材料と

して出てきておりますので、この文言は改正案でいきたいと、私はそ

ういう意見でございます。 

宮嶋委員長  ほかいかがでしょうか。 

 谷口さん。 

谷口委員  今、スマホがこれだけ便利になって、録音にしても録画にしても写

真撮影にしても手軽になっている今、切り取る、切り取らないとか

も、それ、もう追跡しようがないという時代でもあると思うんです。

ですから、ここで禁止したとしても、ほかの方法で切り取って悪用す

ることはもちろんできますし、そういうふうに考え始めると、もう切

りがないと思います。 

 私もやっぱり時代に合わせて規則は変えるべきだと思うので、これ

に関してはもう不要だと考えています。 

宮嶋委員長  ほか。 

 谷川さん。 

谷川委員  私は山本さんと同じなんですけれども、時代の流れは確かにそうな

っておるんですけれども、事務局も大いに検討した結果、改正案とし

てそれは残していこうというスタイルで来ておられますので、急にこ

の文言を変えることもないから、確かにおっしゃることもよく分かり

ますけれども、今の時代にそぐわないかもしれませんけれども、今、

あえて変えていく必要はないかなというのが私の意見です。 

 以上です。 
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宮嶋委員長  佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 はっきり言ったら、さっき言われたように、今の時代、これを入れ

てもほぼ意味がないんですよ。あえて残すとしたら、今さっき事務局

からあったように、後々措置を取るということ、その決意があるかど

うかなんですよ。 

 逆に言えば、うちの会議、委員会の本会議を誰かがひそかに録画し

ているかもしれない、録音しているかもしれないという前提で、悪者

がいるという前提で、参加した人のＳＮＳなどネットを全部チェック

する。悪いことをしていないかどうかチェックする。何らか今までも

出ているように、切取りの、もちろん普通私らだって議会報告をする

ときに、例えば住民に報告するときに、例えば１時間の一般質問を１

時間かけて説明しませんよ。要約するなり切り取って説明するわけで

すよ、私らだって。さっき言った、そういったひそかに録音を犯した

人を徹底追跡をして見つけたら、さっきもあったように裁判に訴え

る、プロバイダーに取消し請求をするということでしょう。だから、

そこまでする覚悟があるんだったらやったらいいんですよ。覚悟があ

るんだったら、徹底的に傍聴者の素性を全部チェックして、ネット

上。そういうことをやる気がないんだったら、もう廃止すべきです

よ。だから、これを残しておくということは、これを残したことを担

保する制度が絶対要るんですよ。 

 例えば、刑罰だって、物を盗んだというのはあかんというのを決め

ます。決めても、物を盗んだ行為に逮捕はできない、裁判はかけられ

ない、返還を求められないような状態だと意味ないじゃないですか。

だから、刑法というのは、物を取ったらあかんよというのは、そこに

は例えば罰金であるとか懲役であるとか書いてあるわけですよ。それ

を事件として警察が行って、裁判所があって、悪いことをしたら捕ま

えて、その後にペナルティーが科せられるわけでしょう。だから、残

すんだったらそれを担保する、絶対こんなことをしたらあかんと、一

人でもこんなものは抜けてできないという担保の責任をつくれるんだ

ったらやったらいい、残したらいい。現実的には不可能です、そんな

ことは。今のこの時代、不可能です。不可能なことを要するに置いと

くというのは極めて無責任だと思います。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員 

 

 

 

 

 

 文言があれば担保するとあるんですけれども、そういう考え方もあ

ります。 

 しかし、少しでも現在のＳＮＳ等、進んで切取り、恣意的な利用等

は今進んでおります。それが少しでも抑止になればいいんです。これ

があることによって、悪用という言葉は駄目ですが、恣意的な利用に
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山本委員 

つづき 

はつながらないと、そういう考えをしております。何もこの文言があ

れば１００％今の時代阻止できると、そういうのではなく、これがあ

れば少しでも抑止効果があり、意図的な利用にはつながらないと、そ

ういうことを私は願っており、また、それがあるべき姿だと、こうい

う文言は必要だと思っております。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  私は、それは、今おっしゃられたことはちょっと正反対かなと思う

んです。 

 逆に、傍聴とかに来てくださった方がその様子を写真に撮って、Ｓ

ＮＳとかインスタグラムで皆さんに知ってもらうということがもっと

議会のことを知ってもらうきっかけにもなるし、私はいい方向に使え

るとは思うんです。悪用する人もいるかもしれないけれども、 

山本委員  悪用とは言っていないです。恣意的な。 

宮嶋委員長  山本さん、ちょっと発言控えてください。 

谷口委員  でも、もっと身近に議会を感じていただけるきっかけに私はなり得

ると思っています。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  佐々木副委員長も、私の発言に対して過激な発言に言い換えられて

おります。谷口委員も今、私、「恣意的」なのにその文言を変えて言

っておられます。それは正確に私の言葉を言っていただければありが

たいと思います。 

宮嶋委員長  山本さん、その過激というのはどういうことを指して過激。 

佐々木 

副委員長 

 そうです。具体的に言ってください。正確に言ってください。 

山本委員  これから、そのときに言わせていただきます。 
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佐々木 

副委員長 

 違う、違う、いいですか、委員長。 

 私のどの発言をどういった発言と言ったのかはっきりしてくださ

い、それは。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  例えばこの文言、１００％担保するために事務局がどれだけ取り組

んでいるかと。これを私は「過激」という言葉で発言させていただい

ております。過激と同じです。この文言を、あるがゆえに抑止になれ

ばという意味合いで言っています。 

佐々木 

副委員長 

 だから、私の、 

宮嶋委員長  ちょっと待ってください。 

佐々木 

副委員長 

 よろしいですか。私のどの発言が過激なんですか。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  この文言を１００％担保するために事務局はどれほどの活動をする

かとか、そういうものではないという意味合いで言っているんです。 

佐々木 

副委員長 

 分からない。 

宮嶋委員長  すみません、時間が大分過ぎています。 

 それで、先ほどから幾つかの点で、多数決を取らせていただいたん

だけれども、賛否が分かれてはいますけれども、その差が近い、いわ

ゆる僅差での結果になっています。 

 今日はもうそろそろ議論を終えて、次のことにしていってはどうか

と思うので、今の撮影、録音の問題についてももう一度考えていただ

くということで、ここで今日の質疑は打ち切りたいと思うんですが、

いかがでしょうか。いいですか。 

 よろしいですか、山本さん。 
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山本委員  何か時間的に制約があるんですか。 

宮嶋委員長  この後も、例えば次、日程を確認したり、それから進め方について

もう一度整理したりしようと思えばそろそろ終結かなと思っているわ

けで、これで終わりということではなくて、継続するためにという意

味合いですが。 

山本委員  はい、結構です。 

宮嶋委員長  よろしいですか。 

 そしたら、第９条のところ、結論は出しておりません。この規定を

もうなくしてはどうかというのと、この規定のままでどうかというの

と２つの意見が分かれた状況で、今日は置いておきたいと思います。 

 それで、あと残っているのは、第１０条と第１１条と併せて会議規

則の第１０３条に議員の携帯品の規定があります。ここでは、傍聴規

程にあったつえなどのことはなくしていますし、今議論になっている

写真機、録音機の類のことも出てきておりますので、これについては

事務局案はありません。できましたら、次回の議運を開く例えば１週

間前ぐらいまでにそれぞれ案を提示いただいて、皆さんにもそれを見

た上で次回臨んでいただかないと、これ、一から言葉をつくらなあか

んということになりますので、それでお願いできないだろうかなと。

今の第９条のことの結論がまだ出ていませんので、写真機及び録音機

の類というところにもまた議論があるかも分かりませんが、それも踏

まえて、ちょっと第１０３条についての議員の携帯品、これについて

どうすべきかということを、案をつくってください。 

山本委員  議員ではないでしょう、議員ですか。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議員ですよ。これ会議規則の規定ですので、議員が議場に入る、議

員だとか、もちろん事務局や管理者なども含まれますが、議会を構成

する者ですね。議会を構成する者はこういう規定がありますので、そ

ういうことです。言葉をつくってきていただく。 

 次回の日程はこれから決めるんですが、１週間前ぐらいにはもうそ

れを事務局に出していただいて、また事務局からフィードバックして

いただいて次回臨むということで、この傍聴規則と、それから会議規

則については決着をしたいなと思っておりますが、それでよろしいで

しょうか。 

 

  （はいの声） 
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宮嶋委員長 

つづき 

 じゃ、そうさせてもらいます。 

 それで、先ほどの休憩時間で少し、木津川市議会の９月定例会の前

の議会運営委員会が８月２４日の木曜日にあります。この前後でとい

うことで少し調整をさせてもらったら、木津川市議会でいうたら１８

日の金曜日、２１日の月曜日、それから、これは２２日の午後からこ

この仕事があるようですので、２２日の午前中、精華町も聞いていた

だきましたが、３人ともオーケーなのは、実は８月２１日の月曜日の

ようです。 

佐々木 

副委員長 

 ただ、時間帯による。 

松田委員  ああ、入っている。 

佐々木 

副委員長 

 午前はね。 

松田委員  午前中。 

宮嶋委員長  午前はあかんの。じゃ、午後はオーケーということですね。 

松田委員  午後はオーケーです。 

宮嶋委員長  それから、じゃ、今いけるので全員がそろいそうなのは８月２１日

の午後ということになるんですが、それで次回、議会運営委員会をさ

せていただくと。ほぼ１週間前ぐらいに、お盆の時期でもあるので、

ちょっとそこは少しアバウトで結構ですけれども、少なくとも皆さん

から第１０３条に関わる改正案がある場合は文書で出していただい

て、それが２１日の午後の会議前までに全員が目を通せるような状況

にしていただくということと、第９条以降についても少し整理、議論

すべき課題があるのであれば、これはメモ書きでも結構ですので、い

わゆる事務局案に対してこういうところは疑問に思うなどがありまし

たら、第９条は先ほど議論しましたけれども、第１０条、第１１条の

ところであれば書いてください。 

山本委員  委員長を通して精華町の方にお伺いしますが、午後というのは１時

半だったら大丈夫なんですかね。 
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宮嶋委員長  はい、そういうことでしょう。 

山本委員  ほんなら１時３０分いうことで、時間もある程度どうでしょうか。 

宮嶋委員長  今日と同じ時間としたいと思うので、１時半にしておきますか。 

松田委員  大丈夫です。 

宮嶋委員長  整理は、早いほうがいいね。 

松井事務局長  ７日でしたら、連休明けの１５日ぐらいにはまとまります。 

宮嶋委員長  分かりました。８月７日ね。 

 じゃ、すみません、先ほど言いました１０３条の文章案ですが、事

務局の整理の都合やお盆の時期の関係もありますので、８月７日の月

曜までに事務局にメールで送っていただくということでお願いをしま

す。２１日の午後１時半から議会運営委員会を引き続き行うと。 

 そして、もう少し今日の議論で傍聴規則のところがあるんですが、

その次に、非常時における議会活動と、それから、特別委員会といい

ますか、委員会の活用、これについては必ず確認をしておきたいと思

うんです。そうしないと、次の１１月の定例会が準備できませんの

で、ここはお願いします。 

 その上で、佐々木さん、松田さんから提案いただいているこの中

身、検討課題についても、時間が許す限りそれはしたいと思います。 

 その上で、さらにということができるのかどうかは、９月議会があ

ります。１０月、いろいろ日程も入ってきますので、どこまでできる

かはちょっと今予測はできませんので、少なくとも８月２１日にあら

かたといいますか、大まかなところで確認ができるように進めたいと

思いますので、ご協力お願いします。よろしいでしょうか。 

 

  （はいの声） 

 

佐々木 

副委員長 

 １つよろしいか。 

宮嶋委員長  はい、佐々木さん。 



 63 

佐々木 

副委員長 

 だいたいはいいんですけれども、３の前議員、伊藤さんの件です。 

 私は、別にこの議会自身がちゃんとしなあかんというところまで求

めるという、最後まで求める気はありません。ただ、こういう事象が

起こっている以上、これ京都府の障害のある人もない人も何とか条例

というのがあって、その条例にはいわゆる相談制度が、相談制度とい

う名前だけれども、簡単に言えば通告制度です。府下で起こっている

差別事象の通告制度というのがあります。この議運として、議会とし

て動かないんであれば、やむを得ないから、私、カウントしてもらっ

ていました。事象が起こったのは１月だから、これが。何度かその改

善を求めました。けれども、結果的に２月の下旬ぐらいに来たもの

は、いわゆる議会としての意思表明ではなくて、ご本人の謝罪の表明

で、簡単に言えば内輪処理になっていくんです。 

 これ、内輪で処理していい問題ではありません。ましてや公開の委

員会で発言されていた案件なので、議事録に残っています。遅かれ早

かれ、これが発見されれば問題になります。だから、私は１月、２月

の段階で、そうなる前に議会としてしっかりと事実を公表して、反省

をして、今後そういうことが起こらないように努力しますという、例

えばそういうふうな意思表示することによって、事を大きくしないよ

うにという提案をさせてもらいましたが、そうなっていないので、今

日はもう最終確認と思っているんだけれども、もうこの議会で問題に

しないということであれば、それはそれでもう結構です。京都府に力

を借りますということですから、それだけ確認をしていただきたい。 

 それを考えるに、あと１か月で、例えば今の委員長があったような

８月２１日まで待ってくれと言えば、そこまでは待ちます。だけど、

それ以上は待てません。考えが変わらないんやったら、もう今日打ち

切ってもらって結構です。 

宮嶋委員長  ホームページに議会運営委員会の議事録が載っておりますので、１

月１８日、あわせて２月８日の議事録の中で、今、佐々木さんから言

われた中身は読み取ることができるかというふうに思います。議会と

しては、今はそれで終わっております。佐々木さんからは、今言われ

たような趣旨が言われております。 

 次回の議会運営委員会の優先課題は、先ほど言った３項目が優先課

題ですので、必ず伊藤さんの発言の佐々木さんから提起されている問

題が時間内にできるかどうかは、それは分かりません。だから、８月

２１日まで待つというようなことをここで言うことはできないです。 

 ただ、そのことについて、今、佐々木さんのほうからあったような

ことが、佐々木さんとしてそういう行為に出るという発言でしたが、

それについて、皆さんから何かご意見あれば。 

 谷口さん。 

谷口委員  私、議事録は読んだんです。問題のある発言というふうに私も思い
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谷口委員 

つづき 

ました。 

 議会としてというのは、ここの環境組合議会として釈明をするべき

という意味ですか。どんなふうな手続をすべきということなんでしょ

うか。そこがちょっと分からないので。 

宮嶋委員長  佐々木さんからは具体的な案のようなものはありましたが、それを

ここで確認しているわけではありません。 

 佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 簡単に言えば、要するに、人間ミスを起こすから、そのこと自身は

責めるわけにいかないと思うんです。だから、例えばミスを起こし失

敗した場合に、しかもそれが他人の人権を侵すような発言、言動だっ

た場合というのは、やっぱり率直にそれを認めて、隠して黙るんじゃ

なしに、自らが公人として行動すると。それはご本人の行動だと、も

う本人は議員さんじゃないからね。私はご本人の行動よりも、やっぱ

り議会運営委員会もしくは議長名で、要するに議会としてのこういう

ふうに扱いましたと、本人はこういうふうに反省していますと、議会

としてはこういったものの再発が起こらないように、例えば再発防止

のために努力をしますというようなことをこちらから積極的に、情報

隠蔽じゃなしに情報を明らかにする。 

 例えば、ちょっと古い話だけれども、前にＪＲ西日本が事故を起こ

したじゃないですか、１０７人が死んだ。あれ以降、西日本の対応と

いうのは、ちょっとしたミスでも公表しているんですよ、ホームペー

ジ上で。例えば１分早く出発しましたとか、例えばダイヤで１分早く

出たようになったという、ささいなことかもしれないけれども、人は

死んでいないんだけれども、ミスはちゃんと自ら公表する、そのこと

によって世間の信頼を得ようとしているわけですよね。同じ理屈で

す。ミスをするのは仕方ないけれども、したならしたんではっきり認

めて、反省をして、そして組織として対応するということをすべきだ

ということを申し上げてきて、その趣旨で私は案を書かせてもらって

いると思います。 

 ただ、さっき申し上げたように、残念ながら、多分議長を中心に検

討されたんだと思うんだけれども、そこは分からないですけれども、

議長や事務局を中心に検討されたと思うんだけれども、２月の下旬ぐ

らいの私らに送られてきたペーパーでは、さっき申し上げたように、

ご本人の議会に迷惑かけたみたいなような中身のおわび文みたいなの

が送られてきただけで、言っちゃ悪いけれども、また過激と言われる

かもしれんけれども、隠蔽したままだと、世間に公表されていないと

いう状況があるということで、私もここのメンバーの一員だから、だ

からといってすぐにおかしいと言うわけにはいかないので、半年間様

子を見ていましたけれども、いまだもってそういう動きがないので、

６月２３日の締切りの、今日、前に皆さんに配ってもらった、出した
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佐々木 

副委員長 

つづき 

意見のペーパーの中で組織として対応すべきだということを申し上げ

ているんです。 

 ただ、もう一遍言いますが、これをずるずるといくんだったら、も

うここで打ち切りましょう。打ち切って、対応しないという方向を決

めましょう。そうじゃないと、世間から見れば、何をいつまで考えて

いるんだという話になっちゃうからね。既に６か月経過しているわけ

です。８月で７か月経過するわけです。あまりにもそれは常識的に遅

過ぎる。もしこれがどこかの学校がいじめを何か月も放置したら、そ

れは言われますよ。だから、一日でも早く対応したほうがいいという

のが私の意見だけれども、みんなの合意にならないんだったら、もう

それで打ち切って、内部処理ができないということになるわけだか

ら、自浄能力が発揮できなくなるわけだから、もう外部の組織の仕組

みに委ねるということだけです。 

 ちょっと一言付け加えておきますが、法改正がされて、令和６年４

月から、この障害者に関する差別解消法の合理的配慮が義務規定にな

りますよね。努力義務から義務規定になりますよ。そういう時代を今

迎えているんですよ。ということも踏まえた上で対応を検討してほし

いということで、６月２３日で出させてもらって、既にもう１か月ぐ

らいたっているわけだから、十分皆さん読まれていると思うので、も

う判断してもらったら結構ですということです。 

宮嶋委員長  はい。いかがでしょうか。 

 はい、松田さん。 

松田委員  ここの組合議会議員になったときに少しばかりご説明をいただい

て、文書も一部頂いているんですが、どういう状況の中でそういうこ

とが起こって、その後、どういうふうに本議会としてやってきはった

かというのが、ちょっと何か私の中では分かっていない部分が、分か

りづらい部分があるんです。 

 だから、もしあれであれば、文書でも何でも結構ですから、その経

過について分かるようなものをちょっと示していただかないと、ここ

の議論にすら十分加わっていけないというふうな事態になっています

ので、その点いかがでしょうか。大まかなことは分かるんやけれど

も、よく分からない。 

宮嶋委員長  ほかご意見ありますか。ないですか。 

 今、松田さんからいただいたことは、何か事務局から出していただ

いているもので、それに関わるものがあったんですか。ないですか。

それについて事務局から、今、松田さんが求めるようなものは。 

 事務局長。 
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松井事務局長  本件に関しましては、先ほど佐々木副委員長のほうからありました

ように、様々な経過がある中で、最終的に議会運営委員会の中で、最

後の整理については、その委員会の中で、議長と議運委員長と当人に

任せると、最終の判断をお願いするということで一旦その会議を終え

られて、その後、当時の議長と議運委員長と当人、そこに私どもも報

告というか、私らも話を聞くということで、同席はした回はあります

けれども、全てではないんですが。その最終的なご判断に至るまでの

間で、我々事務局としてもお話を議長、委員長、当人のおられるとこ

ろへ入れていただいて、お話を聞かせてもらったことはございます。 

 そういった経過を基に事務局で資料を作成することは可能かと思い

ますが、あくまでも元の内容につきましては、議長、それから議運委

員長、当人でいろいろとご議論なされたこともあろうかと思います。

そこらまではちょっと事務局のほうでは、全てを記載したものをお配

りするというのは無理かとは思いますが、経過的な、そういった資料

については、議事録等も参考にしながら整理することはできるかなと

は思ってはおります。 

宮嶋委員長  松田さん。 

松田委員  ですから、ちょっとご面倒をかけますけれども、その内容、お示し

ていただける経過についてだけでもちょっと教えていただきたいなと

いうふうに思います。どこが十分でなかったのかというあたりも、自

分らの中で検証した範囲でご意見を言いたいというふうに思います。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全容は先ほど言いました議事録が基本ですので、そこを読み取って

いただければということと、その元の出発点は今日議論しました傍聴

規程を改正するかどうかというのが出発点であって、結果的にはそう

いうことも踏まえて、今、傍聴規程の見直し、改正を行っています。 

 佐々木さんから出ている、そういう発言があったこと自体が問題な

んだから、それ自身をこの議会として公にすべきだということを佐々

木さんが求めていますが、それについてはそこまで至っていません。

先ほどあった当時の議長、それから伊藤さん、それから当時の議運委

員長だった私、必要に応じて事務局が入っていただいたところで整理

をして、伊藤さんからのいわゆるおわびの文書などを送らせていただ

いたということで終わっています。 

 で、どうしますかね。今日自身というたらもう時間もないし、これ

をやり出すと多分もう少し時間がかかるだろうと思うんです。ただ、

２１日にこれを優先事項にしちゃうと、後のことがどこまで保障でき

るかということもありますので、ここでの今の議論は今日の続きから

始めて、残っている２つの案件については終わりたいなと思っており

ますが、その上で時間があれば、今の話や広報、広聴の問題なども議
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宮嶋委員長 

つづき 

論はしたいと思っておりますが、優先順位としてはそうしたいと思っ

ています。 

 はい、佐々木さん。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっとさっきの話を補足しますけれども、伊藤さんが例えば１期

議員とか、当選して１年目、２年目の議員さんだったらまだ分かるん

だけれども、そうじゃないでしょう。普通議員というのは、自分の発

言が失敗したと思ったら、発言取消しの申請をしますよね。申出をし

ますよね。だから当たり前の話なんですよ。ということは、その発言

された時から、そのとき私が指摘してるんですよ、おかしいよと。会

議録を見ても分かるように、おかしいよと。にもかかわらず、彼女は

修正をしなかったんですよね。訂正、取消し整理をしなかった。その

ままその会議は終わっちゃったから、いわゆる会議不継続の原則とい

うか、要するに取消し期限って決まっていますよね。それを過ぎちゃ

っていたから、もう次の２月の段階では取消しはできないということ

でスタートしている。なので、おわびの話になってくるわけですよ。 

 ただ、その中でも、当時の森本副委員長は私の発言に対して、やっ

ぱりちゃんとホームページにアップして意思表示したほうがいいよと

おっしゃっているんですよね。けれども結果的に、ちょっとどうなっ

たかその後分からないけれども、さっきあったように、事務局と議長

と誰かが相談したか分からないけれども、さっき申し上げたように内

部処理というか、内部処理のおわびで終わっちゃったという経過があ

るんです。 

 私は重要やと思っているんですけれども、今あったように、次回の

８月２１日の当委員会でもそれが議論されるか分からないという状態

があるんだったら、もうこれで打ち切りましょうよ。これ以上内部で

時間だけ過ごすのは、世間から見てだんだん理解がしにくくなってく

る。これだけ発表するような対応したんかというのは、世間から見た

らバッシングを受けます。だから、もう判断してもらったら結構で

す。判断というか、議会としてもう議論する必要はないというならな

いで、もう何遍も言いますが、この問題は、前からこの会議録がある

から見といてくださいと申し上げています。この６月２３日に出した

分も、これ６月の下旬には配っていますよね。全議員に配っているわ

けだから、３週間ぐらいあったはずですよ、今日まで。だから、どう

いうことかというのは多分皆さん理解していると思うんです、それ

は。なので、これ以上時間を取っても仕方ないので、次回の議題にな

らないという可能性があるんだったら、もう打ち切ってもらったら結

構です。 

宮嶋委員長  今の佐々木さんの発言で、この問題は次の議題の優先議題になりま

せんので、打ち切るということでよろしいですか。 
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佐々木 

副委員長 

 議長もいいですね。 

森田議長  ちょっと待って。私もまだ間がないものやから。 

佐々木 

副委員長 

 だから、もうこれは終了したということです。不問に付すで、これ

しかしないということです。 

宮嶋委員長  不問というとちょっと正確を欠くかも分かりません。少なくとも２

つの議事録を見ていただいたら、伊藤さんが誤りを認めていることは

事実です。ただ先ほど言われたように、１月１８日の発言を取り消す

ということはもうできませんので、これは１月１８日、２月８日、セ

ットで公表していますので、それを見ていただくということです。だ

から、もうそれ以上のものではありませんというのが今の状況です。 

 佐々木さんは、それについては大変不満だし、それは間違っている

という指摘の中で、そういう京都府の機関があるので、そこへ通告を

したいというふうに言っておられるわけです。 

佐々木 

副委員長 

 ちょっと違うかな。 

宮嶋委員長  ちょっと違う。 

佐々木 

副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 だから、何遍も言っているように、この２月にも言いましたけれど

も、私たちの起こしたことだから私たちで解決しましょうよと言って

いるんですよ、それは。自浄能力を働かせて、さっきも、ミスはある

んだから、ミス自身をさらけ出して、ミスが起こったことをしっかり

と反省して、組織として対応しましょうよというのはずっと言ってい

ることです。 

 だから、５月に改選があって新しいメンバーになったけれども、そ

れはちゃんと情報提供はしているわけだから、その段階で皆さんが殊

さらこれを再燃させる必要はないということだったらもういいよとい

う、別に私は脅かしているわけじゃないんですよ。基本的に今日の段

階まで、この８人でこの問題を解決する方向で動くんだったら、それ

は期待をしていたわけですよ。人権問題を、人権侵害の発言に対し

て、人権侵害を回復するような、あとは真摯に真面目に反省して、自

ら発表するようなチャンスがあるかなと思ってこれを書かせてもらっ

たわけで、だんだんもう５時だからそこは難しいけれども。 

 だから、もう一個駄目なのは、さっき委員長がおっしゃったよう
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佐々木 

副委員長 

つづき 

に、本人が反省したのは間違いない、それはそうなんです。ただ、そ

れをなぜホームページで公表しなかったかなんですよ。今の段階では

会議録を見れば分かるけれども、彼女の反省文は私たちしかもらって

いないです。関係者にしか、こういうメンバーでしかもらっていない

んですよ。公表されてない。だから、外部から見れば内輪の問題、内

輪で処理したように見えちゃうんですよ。ひそかに内輪の問題で内部

処理しちゃったと見えちゃうんですよ。それは非常にまずいというこ

とを繰り返し言っているので、もう一遍言いますが、今日、私はこの

８人に期待をして今日まで来たんです。それがもう解決しないんやっ

たら、それはもうこの内部の自浄能力がないという判断をせざるを得

ないので、外部に力を貸してもらうというふうになるんです。 

宮嶋委員長  はい、谷口さん。 

谷口委員  佐々木さんの謝罪というか、公表するたたき台みたいなものは何か

つくっていますか。 

佐々木 

副委員長 

 ないないない。 

谷口委員  それはつくられていない。 

 議長と議運委員長と本人と事務局で何か話合いの場があったと。そ

の話合いで結論として、そういう議会としての釈明はしないという結

論になったということなんですか。 

佐々木 

副委員長 

 でしょうね。 

谷口委員  何で。 

宮嶋委員長  いや、議会として釈明をしないというふうに決めたわけじゃなく

て、伊藤さんが出された文書を全員にお配りする、そして議事録を公

開するということで。 

佐々木 

副委員長 

 議事録公開は、そんなん関係なく公開せなあかんやんか、それは。 
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谷口委員  でも、その議事録、謝罪の議事録ですか。 

宮嶋委員長  その中に謝罪の言葉が入っていますね、２月８日のところに。私が

１月１８日に発言したことは間違いだったということを、彼女はこの

委員会の場で発言されていますよね。 

谷口委員  なるほど、それがあるので、もう公の場で釈明じゃないですけれど

も、その発言を取り消されたということで、議会としてのホームペー

ジに何か釈明をアップするというのは見送ったということですか。 

宮嶋委員長  そうですね、少なくとも今の時点ではそれの結論は出してないで

す。 

 だから、佐々木さんがそれについて結論を出せということで今回提

起をされているわけだけれども、今日自身も時間がなくて、次の８月

も、それを第１議題にして、それができるまでやるんだというんやっ

たらいいけれども、必ずしも迫られている課題との関係でいうたら、

それは第１番にならないからね。だから、もうその保障がないという

ことです。やらないとは言うていませんが、８月２１日、１００％結

論を出すところまではいけるかどうかは分かりませんと言わざるを得

ないのでね。 

 どうしますか。 

はい、谷口さん。 

谷口委員  私としては、やっぱりそういう差別の問題というのにこの議会が積

極的に、差別解消法というのを尊重した議会としてやっていきますと

いうアピールの意味で釈明というのはしていいんじゃないかと私は思

うんですけれども、皆さんはどのように考えておられますかね。 

宮嶋委員長  山本さん。 

山本委員  谷口委員、差別、差別と、言葉は確かに差別。差別というのはどう

いうことを差別と言っておられるのか、内容。 

谷口委員  見ました、議事録、つえについての。つえの持込みについての発言

ですよね。だから、つえを持っている人がそういう危害を加える人み

たいに言っているということが差別ということで、問題になっていた

というふうに理解したんですけれども。 
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宮嶋委員長  山本さん、どうぞ続けて。 

山本委員  私は議事録を見ていますと、白杖ですね。これは相手に危害を加え

るという言葉があったかどうかは分かりませんが、になると、可能性

があるという意味合いでした。ただ、障害者とかそういう、あのとき

はそれの人に対して何も差別するとかいうものではなく、白杖が相手

に危害を加える武器かどうかまでは覚えていないんですけれども、そ

ういうものになるという趣旨でされたというふうに思っていますが、

私はそういう議事録で理解しております。 

宮嶋委員長  谷口さん。 

谷口委員  ですから、つえを持込み、つえを持っている人は入れないとか、つ

えの持込禁止というルールを維持してしまうということは、そういう

つえを持っている人の権利を奪ってしまうということですし、伊藤さ

んが武器にもなるというふうに言ってしまったということは、やっぱ

りどう考えても間違いの発言です。 

 だから、それについて、個人の問題としてではなく、議会としても

それをしっかり取り組むというのは、私はやっていいと思っているの

で、先ほど発言しました。 

宮嶋委員長  ほかいかがですか。 

 谷川さん。 

谷川委員  議会として議運委員長と議長とされて、そこで打ち切られたんやけ

れども、それで駄目だということですよね、佐々木さんが言うてはる

のは。駄目だったらそういうのはしていかなあかんの違うのかな、駄

目だということを、明らかになったんやったら。 

 私も、そういう雰囲気も出ていませんし、ちょっと分からないです

けれども、佐々木さんがそういう具合におっしゃるんやったら、それ

はいいことじゃないので、きちっとしとかなあかんということをおっ

しゃっているとは思うねんけれども、それやったらしていかんならん

のと違うかなと。 

 ただ、議長とその当時の委員長と事務局も含めて、相談の結果、こ

れでいけるということで整理されたんかなという具合に思っているの

で、それはどうなのか、ちょっと聞きたいですわ。整理のやり方です

わ。 

宮嶋委員長  ただ、それ自身、議会運営委員会をその後開くというのは、事実
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宮嶋委員長 

つづき 

上、それぞれの３月議会があって、日程的には開けませんでしたし、

もうそのまま来ているということですわ。だから、その当時行ったこ

とが全てそれで終了というふうに確認したわけではないけれども、実

際上、議会運営委員会が開かれないという中で今経過をしていると。

それに対して佐々木さんがそれはおかしいということで言われており

ますので、もうここで議論しませんとか決めたわけではないし、皆さ

んが合意いただけるようやったら、それは当然。 

 ただ、佐々木さんはもうタイムリミットですよと、今日、８月２１

日にそのことをしないんだったら、もう打ち切りましょうということ

やから、皆さんが８月２１日、少しでも時間を取って、そのことにつ

いて、めどが立つかどうかは分かりませんが、議論しましょうという

のであれば、今日は８月２１日の運営方法を考えなあきませんが、一

定の時間を取ってそれをやるということでよければそうしますが、そ

れで皆さんがええと言わはったら、そういうこととしたいと思います

が。 

宮嶋委員長  はい、谷川さん。 

谷川委員  問題ありきやったら、やっぱりしていくべきやと思うんですわ。私

もちょっと事詳しいことはまだ分かりませんけれども、もうその日は

別にしてでもやっていくべきやと。それはそれとしといて、それが問

題ありきやったらきちっとしていっとくほうが、先々のことも踏まえ

ていいと私は思います。 

宮嶋委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりました。 

 すみません、もう５時になりますので、終わりたいんですけれど

も、じゃ、どういう、議会として公に表明する、ホームページに紹介

するということになろうかと思いますけれども、こういうものを紹介

すべきだという、これもたたき台的なものがあるようでしたら出して

いただいて、それを議論して、皆さんで確認できるものやったら確認

するし、できないものやったらまた別のことを考えるというふうにし

て、８月２１日の一定時間はその問題を議論するということでよろし

いですか。 

 

  （はいの声） 

 

 そしたら、もう一つ、８月７日までにどういうことをすべきかとい

う、具体的な文案とか案などもあれば、それも事務局、提起していた

だけますやろうか。 

 

  （はいの声） 
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宮嶋委員長 

つづき 

 

 じゃ、課題が幾つか残っておりますけれども、これをもちまして今

日の議会運営委員会を閉じさせてもらいます。 

 ありがとうございました。 

                        （１７：０１） 

 この議事録の記載は、適正と認めここに署名する 
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